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平成２６年第１回上富田町議会定例会会議録 

（第３日） 

○開会期日  平成２６年３月１３日午前９時３０分 

───────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

───────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１１名） 

      １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

      ３番  三 浦 耕 一        ４番  大 石 哲 雄 

      ５番  畑 山   豊        ６番  奥 田   誠 

      ７番  沖 田 公 子        ８番  榎 本   敏 

      ９番  木 本 眞 次       １１番  吉 田 盛 彦 

     １２番  井 澗   治 

───────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  平 田 隆 文   局 長 補 佐  十 河 貴 子  

───────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 小 出 隆 道  副 町 長 平 見 信 次 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 笠 松 眞 年 

総務政策課長 山 本 敏 章  総 務 政 策 課 

企 画 員 
川 口 孝 志 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
森 岡 真 輝  総 務 政 策 課 

企 画 員 
水 口 和 洋 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
撫 養 充 洋  税 務 課 員 山 崎 一 光 

税務課企画員 橋 本 秀 行  産業建設課長 植 本 敏 雄 

産 業 建 設 課 三 栖 啓 功  産 業 建 設 課 菅 谷 雄 二 
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企 画 員 企 画 員 

住民生活課員 和 田 精 之  住 民 生 活 課 

企 画 員 
平 田 敏 隆 

住 民 生 活 課

企 画 員 
原   宗 男  住 民 生 活 課

企 画 員 
坂 本   厳 

上下水道課長 福 田 睦 巳  上 下 水 道 課

企 画 員 
植 本   亮 

上 下 水 道 課

企 画 員 
谷 本 芳 朋  教 育 委 員 会

総 務 課 長 
家 髙 英 宏 

教 育 委 員 会

生涯学習課長 
藪 内 博 文    

 

───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 一般質問 

  日程第 ２ 議案第２１号 上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

  日程第 ３ 議案第２２号 町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の全部を 

               改正する条例 

  日程第 ４ 議案第２３号 職員の再任用に関する条例 

  日程第 ５ 議案第２４号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第 ６ 議案第２５号 上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第 ７ 議案第２６号 上富田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す 

               る条例の一部を改正する条例 

  日程第 ８ 議案第２７号 上富田町介護保険条例の一部を改正する条例 

  日程第 ９ 議案第２８号 上富田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第１０ 議案第２９号 上富田町老人医療費の支給に関する条例の全部を改正す 

               る条例 

  日程第１１ 議案第３０号 田辺周辺５市町障害程度区分認定等審査会共同設置規約 

               の変更に関する協議について 

  日程第１２ 議案第３１号 上富田町企業用地造成事業基金条例 

  日程第１３ 議案第３２号 上富田町社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改 

               正する条例 

  日程第１４ 議案第３３号 上富田町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条 

               例 
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  日程第１５ 議案第３４号 和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合を組織する 

               地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議に 

               ついて 

  日程第１６ 議案第３５号 平成２５年度上富田町一般会計補正予算（第４号） 

  日程第１７ 議案第３６号 平成２５年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第２ 

               号） 

  日程第１８ 議案第３７号 平成２５年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算 

               （第２号） 

  日程第１９ 議案第３８号 平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第５号） 

  日程第２０ 議案第３９号 平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補 

               正予算（第２号） 

  日程第２１ 議案第４０号 平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補 

               正予算（第２号） 

  日程第２２ 議案第４１号 平成２５年度上富田町水道事業会計補正予算（第２号） 

  日程第２３ 議案第４２号 平成２６年度上富田町一般会計予算 

  日程第２４ 議案第４３号 平成２６年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算 

  日程第２５ 議案第４４号 平成２６年度上富田町特別会計介護保険予算 

  日程第２６ 議案第４５号 平成２６年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算 

  日程第２７ 議案第４６号 平成２６年度上富田町特別会計診療所事業予算 

  日程第２８ 議案第４７号 平成２６年度上富田町特別会計宅地造成事業予算 

  日程第２９ 議案第４８号 平成２６年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業予 

               算 

  日程第３０ 議案第４９号 平成２６年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業予 

               算 

  日程第３１ 議案第５０号 平成２６年度上富田町特別会計奨学事業予算 

  日程第３２ 議案第５１号 平成２６年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算 

  日程第３３ 議案第５２号 平成２６年度上富田町特別会計公共下水道事業予算 

  日程第３４ 議案第５３号 平成２６年度上富田町水道事業会計予算 

  日程第３５ 議案第５４号 平成２６年度上富田町特別会計朝来財産区予算 

  日程第３６ 議案第５５号 平成２６年度西牟婁郡公平委員会予算 

  日程第３７ 議案第５６号 町道路線の認定について 

  日程第３８ 議案第５７号 町道路線の変更について 



－ 98 － 

  日程第３９ 議案第５８号 町道路線の廃止について 

 

△開  会  午前９時３０分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２６年第１回上富田町議会定例会第

３日目を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１ 一般質問 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次、発言を許します。 

  ２番、木村政子君。 

  木村君の質問は、一問一答方式であります。 

  まず、エコスタイル事業についての質問を許可いたします。 

○２番（木村政子） 

  おはようございます。１番バッターを引き当てましたんで、よろしくお願いいたしま

す。 

  ２期８年議員をやらせていただきまして、１期目に１６回、２期目に１６回、計３２

回全ての議会に質問させていただきましたこと、本当にありがたく思っております。 

  私の日ごろ取り組んでおります議員活動なり婦人会活動なり、そういう中で何が一番

今自分の課題かなということで考えますと、男女共同参画という大きな課題もあるわけ

ですが、これについては一定上富田町は我が和歌山県の中でも先進的な位置にあるかな

というふうに評価をしております。 

  やっぱりその次というとエコスタイル事業と日ごろ勉強しております防災かなという

ことで、どちらの問題についてもたびたび取り上げさせていただいておりますので、防

災については少し問題を絞らせていただくことにいたしました。 

  まず最初に、エコスタイル事業からお伺いをいたしたいと思います。 

  エコスタイル事業については、最初は町民との協働事業ということで、町から一緒に

やりませんかという投げかけが婦人会にありまして、当時の連合婦人会で、それじゃや
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りましょうということで取りかかったんが最初でございますんで、平成１９年からかな

と思います。そこからの年度別の実績についてまず最初にお伺いをいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  ２番、木村議員さんは一問一答方式でのご質問でございますが、具体的なことは担当

より説明させます。 

  先ほどお話ありましたように、木村議員さんにおかれましては男女共同参画事業とか

エコスタイル事業、防災関係等、多方面にわたりご協力いただきましたことについて厚

く御礼を申し上げたいと思っております。 

  全体的なことになりますが、私の考えを述べますと、質問の趣旨とはちょっと異なり

ますけれども、ここ数年来、一般廃棄物の可燃と不燃については方式が大きく変わるん

ではなかろうかと思っております。 

  といいますのは、可燃の場合、上大中行っておりますけれども、これが極端なこと言

うたら田辺保健所圏域でどういうふうにするかということが議論されております。 

  不燃物につきましても、紀南最終処分場で処分するというようなことの方向づけが既

に決まっております。その中で、例えばですけれども、埋め立ての場合でやったら上富

田町そのまま持って捨てに行きやるんです。ところが一度破砕機へかけて持ってきてほ

しいよというような格好になっています。そういう形の中で、可燃、不燃ともに一般廃

棄物の分別の方法が今後変わってくると思っております。極端な例言いましたら、田辺

のような格好に今後順次なっていくんかなというような認識しております。 

  今後につきましては、きょうは答弁は答弁させますけれども、今後につきましてはや

はり広域的な中で一般廃棄物をどういうふうに処理するかということで、できましたら

今後とも婦人会の皆さんとかいろんな方々のご協力をいただきたいと思っていますんで、

よろしくお願いします。 

  詳しいことにつきましては担当より説明させます。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、平田君。 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  ２番、木村議員さんのご質問にお答えいたします。 

  平成１９年から取り組んでいただいておりますエコスタイルでの回収量について、年

度別実績についてお答えします。 

  まず、瓶についてですが、平成１９年度４．９１トン、２０年度１５．４４トン、２
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１年度１３．１６トン、２２年度２３．９５トン、２３年度１５．０８トン、２４年度

１８．５６トン、２５年度１２．１１トンとなってございます。 

  次に、アルミ缶やスチール製の缶でございますが、平成１９年度１．４７トン、２０

年度６．１６トン、２１年度７．６１トン、２２年度５．２９トン、２３年度４．９６

トン、２４年度４．８３トン、２５年度３．８９トンとなってございます。 

  続きまして、古紙や段ボールなどの紙類でございますが…… 

               （「ちょっとマイク下げてくれんかな。ちょっと聞こえ 

                にくいんで、マイクをもっと」と木村議員呼ぶ） 

○議長（大石哲雄） 

  もうちょっと大きな声で。 

               （「大きい声で言うてください」と木村議員呼ぶ） 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  はい、すみません。 

  続きまして、古紙や段ボールなどの紙類でございますが、平成１９年度３１０．５９

トン、２０年度３１９．７トン、２１年度３６１．０２トン、２２年度２９０．４１ト

ン、２３年度３１３．１８トン、２４年度３０７．１７トン、２５年度２５７．７３ト

ンとなってございます。 

  なお、紙類につきましては町内各小学校の分も含んでございます。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  ちょっと最初のほうが聞こえにくかったんで、後でその資料をいただけますか。 

               （「わかりました」と住民生活課企画員呼ぶ） 

○２番（木村政子） 

  実績を今報告いただいたんですが、ずっとということになると大変時間がかかります

んで、平成２５年度に絞ってお尋ねをいたしたいと思いますが、今言われた平成２５年

度の実績にかかった町負担の処理費用というのは、金額的に幾らかかっておるでしょう

か。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、平田君。 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  お答えします。 
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  次に、平成２５年度実績にかかった分でございますが、この２月末日で、処理費用に

つきましては７０万４，３９２円となってございます。内訳としまして、瓶で６，４０

２円、紙類で７７万３，１９０円となっております。なお、スチール缶の処理料につい

ては無料となってございます。アルミ缶につきましては１キロ４０円で引き取ってもら

えますので、７万５，２００円の収入がございました。 

  続いて、南紀の台エコスタイルでの平成２５年度の回収量と処理料でございますが、

まずアルミ缶につきましては７０８キロ。これにつきましては２万８，３２０円の収入

がございました。瓶につきましては合計で３．１２トンを回収していただいております。

紙類では２２．１５トンとなっており、処理費用はキロ当たり３円でございますので、

６万６，４５０円となります。また、紙類につきましては朝来小学校へキロ当たり２円

の補助金を出していますので、４万４，３００円を交付決定してございます。 

  現在取り組んでいただいておりますエコスタイル事業につきましては、地域の皆様の

ボランティアにより、ごみの減量や循環型社会の推進につながっており、厚く御礼申し

上げます。 

  また、紙類については、回収量に応じまして地元小学校へ奨励金の交付を行っており、

環境学習の一環にもなってございます。 

  本事業については、お手数をおかけすることも多いと思いますが、さらなる循環型社

会の構築に向け、今後ともご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  全体の処理費用わかるか。いいですか。処理費用わかりましたか。 

               （「わかりました」と木村議員呼ぶ） 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村政子君。 

○２番（木村政子） 

  それでは、③の今お答えいただいたそれを仮に戸別に３０円の袋に入れて処理して資

源開発へそのまま持ち込んだと仮定した場合の町の負担額というのは試算しておいてほ

しいということを打ち合わせのときにお願いしてありますので、多分出ていると思いま

す。その点のお答えをお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、平田君。 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  お答えします。 

  資源開発に、分別制度に持ち込もうと仮定した場合の費用は幾らになりますかという
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ご質問でございますが、平成２５年度にエコスタイルで回収した缶・瓶について、分別

せずに資源開発へ持ち込んだ場合、瓶・缶の量が１６トンございました。１キロ当たり

５．２５円の処理費がかかりますので、８万４，０００円となります。 

  なお、紙類につきましては、資源開発で処理していませんので、別に７７万３，１９

０円がかかり、合計しますと８５万７，１９０円になります。 

  よって、差額は１５万２，７９８円となります。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  私は自分がエコスタイルに関与する中で、エコスタイル事業というのはもっと町の経

費が助かる事業なんかなという認識を持っておったんですが、今の報告だと、労を多く

して功少なしのような感じを受けるんです。 

  それでは、南紀の台では常時回収をやっておりまして、瓶・缶については２４時間い

つでも何曜日でも持ち込めるという形にしてありますんで、非常にたくさん集まってき

て、その整理するんが大変なんですね。その割に余りもうからんなと、端的に言うと、

そういう感じを受けるんですが、１９年からエコスタイルが始まって現在まで拠点回収

の場所というのはふえてきているのかどうなのか、今のエコスタイルの拠点についてお

答えください。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、平田君。 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  お答えします。 

  エコスタイルの拠点は現在１１カ所で実施してございまして、過去には２カ所ほど取

りやめたということを聞いてございます。正しく分別されていなかったり、通りがかり

の人が勝手にごみを置いていったという重要な事情があったように思われます。ですか

ら、以前より２カ所ほど減ってございます。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  それでは、ごみのカレンダーにはちゃんと第１火曜日にエコスタイル事業という表示

がされておりまして、町としても広報なんかでは結構周知されているように思うんです
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が、今後、以前に赤い不燃の袋については厚みがあり過ぎて使いにくいという要望もい

たしました。プラスチックごみの回収を別にするというような話もちょっと聞いたこと

ございますんで、今後、戸別収集はどうなっていくんか、またエコスタイル事業という

のをもっとふやしていくという認識であるんか、そのあたりのご答弁をお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  今の質問でございますけれども、先ほど私、初め説明したように、やはり田辺市の方

式に近くなっていくかなと思っています。既に田辺市につきましてはそういうものも分

別して収集しているという格好になってございます。 

  できましたら、皆さん方にご協力お願いしたいというのは、今後こういう廃棄物につ

いては上富田町だけという考えにならんと思うんです。広域。それで、できたら、担当

にも話したんですけれども、田辺市の方式を見られて、そういう格好にもするとかとい

うのは議論をして、事前に事前に対応してほしいよと、いうこういうことをお願いした

いと思います。 

  先日、紀南廃棄物の一部事務組合でこういう質問あったんですよ。稲成町の皆さんが

そういうものを受けるについて、各市町村でどういう対応をしているか教えていただき

たいです。 

  それで私はこう言うたんです。 

  上富田町は最終処分場を計画したときに公社のほう、その当時、紀南公社ですけれど

も、公社から来てこういう施設をしますよ。それで、そのことを踏まえて皆さん方にし

たときにはやはり稲成の人にご迷惑をかけないような格好で、できたら町のほうで話を

して勉強したいということを言うとります。できましたら今のことを軸にして今後広域

的に物事を考えるということの方向転換をある程度ご協力いただけるように１点お願い

します。 

  もう１点は、一般廃棄物の再利用、この考え方ですけれども、非常に難しい。なぜ難

しいといったら、古紙、要するに紙なんか中国ですとか、古鉄だと中国、中国の経済に

よってこういうものの単価が非常に違うてくるというようなことは言われやるんです。

一時は波止場へ古紙が積み上げられたというような問題も出たのは事実です。 

  ただ、日本というのは残念なようにそういう資源国でないんで、やはり再利用すると

いうことが費用の面だけではなしに今後とも必要になってくると思うんです。できたら、

日本というのは全て、極端に言えば外国に頼るんではなしに、循環社会の中で生活をす

るというような方向性が必要になってくるというのをご認識をいただけるようにお願い
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したいと思います。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前 ９時４８分 

───────────── 

再開 午前 ９時４８分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開いたします。 

○２番（木村政子） 

  答えてないで。プラスチックどうなるんかと聞いてる。 

○町長（小出隆道） 

  プラスチックもよ、田辺市が…… 

○２番（木村政子） 

  年度出てない。 

○町長（小出隆道） 

  年度はちょっとよう言わんと思う。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  先ほども言いました、その袋もっと薄くできないかという、その問題についてはどう

ですか。前に検討します言うて、薄くしたら安くなるという話でしたね。それについて

は改良するという計画はありませんか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  以前も説明したと思うんですけれども、上富田町は障害者の福祉施設でしやるという

特異なケースで袋つくっているんです。これは、国のほうから決められたんです。そう

いう施設のやつは、官公庁は優先的にせえということ。ただ、残念ながらどこの町とは

言いません。どこの町とは言いませんけれども、外国のそういう袋をしやる市町村があ

りますけれども、できたら上富田町は障害者の施設でつくってある袋を利用させてほし
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い。ただ、そこについてはやはり取っ手をつけるとか、袋の厚みについては制限が受け

るので、今後ともそういう施設と研究を重ねた中で、今後とも研究をするということの

ご理解をいただけるようにお願いしたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  町長の言う意味はわかります。わかりますけれども、ある程度の紀南環境公社で上富

田がそこへ合わせていかんなんという、その年度的な要望というのはないんですか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  これは、もうまことに申しわけないんですけれども、私は今のところ公社ではなく今

は一部事務組合になっております。一部事務組合と稲成との合意がどの時点でできるか

によって相当違ってくるように思います。できましたら、上富田町としましては、やは

り稲成の皆さんに言うたら安心と受け取っていただけるというようなことが第一である

し、そのことによって稲成がいつ着工させてくれるということによってそういう年度計

画できると思うんですけれども、今の時点では残念ながら不明であるということのご理

解をいただけるようにお願いしたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  はい、わかりました。 

  でも、町の施策としてエコスタイル事業というのをやっている限り、やっぱりそこに

参加する戸数というのをふやしていくということが、広域で取り組む場合でも非常に大

事だと思うんですね。エコスタイルに協力して、回収ボックスに持ってきてくれるのに、

洗っていない瓶があったり、古紙のところへでも発泡スチロールを持ち込んでみたり、

本当にめちゃくちゃな持ち込み方をする町民さんが実際いらっしゃるわけです。そこま

で足を運んで持ってくるのに、人がおらんから何でも放り込んでおけるということで、

まだまだ理解が浸透していないという現実がありますので、エコスタイル事業を続ける

限りはもっとそういう分別の徹底なり、裸回収の利点をもっとＰＲすることを、今後、

担当者において考えていただきたいということを要望いたしまして、１番については終

わりたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 
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  エコスタイル事業についての質問終了でよろしですか。 

○２番（木村政子） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  それでは、次に、まず防災について。避難所についての質問を許可いたします。 

○２番（木村政子） 

  それでは、防災についてお尋ねをいたします。 

  上富田町は津波が来ないということで、ちょっと海岸べりの市町村とは異なった立地

条件があるわけですが、災害というのは津波だけではありませんので、地震とか、最近

は大雨なんかも非常に多いということで、いろんな被害が想定されると思います。 

  それで、上富田町も避難所の指定がされていると思うんですが、それは何カ所でござ

いますか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  おはようございます。２番、木村議員さんのご質問にお答えします。 

  まず避難所について、指定されている数は何カ所かについてでございます。 

  町には、災害時の避難場所としまして４３カ所を設定しております。災害の種類によ

って避難場所等が異なります。地震では一次避難所を含め４３カ所、風水害では４０カ

所の指定をしております。以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  その４３カ所の避難所が開設されたとして、そこの運営については、町としてはどう

いうふうにするというお考えでございますか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  お答えします。 

  避難所の開設ですけれども、４３カ所全部ということが災害に応じて開設するという

ことになっております。そして、そこには全部の職員が配置するとかいうのがなかなか

難しいと考えておりまして、できたら開設したところには職員が行ければ行くんですけ

れども、行けない場合については、地域の町内会とか自主防災会での運営という形にな
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ると思います。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  もちろんそうだと思います。町全体ががっぽり行かれるということは、余りないんじ

ゃないかなと思いますが、避難所というのは神戸の震災でもそうですし、東北の大震災

でもその運営の問題というのが非常に難しいという事例がたくさん報告されております。

ただつくるだけではだめだということがお互いの認識になっているわけですが、実際そ

れを機能させるための研修というのはどのようにされているのかお伺いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  お答えします。 

  避難所運営のための研修についてで、実施しているかについてですけれども、町で実

施している研修は、防災訓練等で避難所の開設、避難者台帳の記入、避難誘導、避難訓

練等を実施しておりますが、ご質問の避難所運営の研修については、今のところ未実施

となっております。 

  しかしながら、平成２４年度から職員研修の一環で取り組んでいます、防災士の資格

を取得する紀の国防災人づくり塾の講義で、避難所運営のワークショップがあり、避難

所運営ゲームというんですけれども、それを活用した模擬体験とか訓練を経験しており

ます。回数的には十分とは言えませんが、防災の知識として経験した防災士が、うちの

職員に１６名おります。うち、女性３名がおります。今後も拡大に努めていきたいと考

えております。 

  今後は、避難所運営での問題点等を加味しながら研修ができればと考えております。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  先ほどのお答えで、職員が手が回らなかったら自主防災でというお話もありましたが、

その自主防ではそういう避難所についての訓練というのはございませんか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  自主防での避難所運営についての研修は、まだ開いておりません。 
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  先日の新聞の記事にも載っておったんですけれども、和歌山県が避難所運営リーダー

養成を２６年度から５カ年かけて取り組んでいくということになっております。県の避

難所の設置では、町は運営は避難者自身による自治を基本とし、職員やボランティアが

基本に徹するということにされております。 

  また、県から市町村職員への事業説明は、この３月２６日に予定されております。そ

れを聞いてまいりまして、また地域へおろしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  はい、わかりました。 

  この前、熊野高校生とともに、かまどベンチの体験というのをさせていただきまして、

上富田町を挙げてのご協力に感謝申し上げたいと思いますが、実際、かまどベンチでも

使ってみると、頭で考えているようにはいかないわけです。大体、高校生は、火おこし

なんか家でしたことないから、まきを上手に燃やすところまでいくのに大変で、若いか

らすぐ身につけてできるようになるわけです。ですから、やっぱり訓練というのは非常

に大事やなというのをその場を通じても感じましたので、議会でもこの前、図上訓練と

いうのを計画していただいて、みんな作業着を着て、いろんな想定の質問、自分の考え

をイエスかノーで答えるという非常におもしろいゲームもさせていただいて、やっぱり

１１名の議員の中でも一つの設問にイエスとノーが分かれるということ。 

  これやっぱり避難所運営ではいろんな考えの人寄ってくるので、まして大変だという

ことを実感いたしましたので、ぜひ津波は心配ないんやよということにとどまらず、今

後とも職員さん、自主防さんの訓練を重ねていっていただきたいというふうに思います。 

  それでは２番の要援護者についてに移らせていただきます。 

○議長（大石哲雄） 

  訓練についての答弁はよろしいですか。 

               （「はい」と木村議員呼ぶ） 

○議長（大石哲雄） 

  それでは、避難所についての質問を終了いたしまして、２番目、防災について、要援

護者についての質問を許可いたします。 

○２番（木村政子） 

  それでは、まず最初に、要援護者の定義と町内では何人ぐらいなんかという点につい

て質問いたします。 

○議長（大石哲雄） 
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  住民生活課企画員、坂本君。 

○住民生活課企画員（坂本 厳） 

  ２番、木村政子議員さんのご質問にお答えいたします。 

  要援護者の定義及び人数についてでございますが、災害発生がした場合、みずから安

全な場所に避難することが困難なため、第三者の支援を必要とされる方々であると認識

してございます。 

  そうした中で、具体的に申し上げますと平成２１年１０月に策定いたしました上富田

町災害時要支援者避難支援プランによりますと、その中で抜粋させていただきます。第

１章の第３に、災害時要支援護者の定義といたしまして、１項から７項に定めてござい

ます。その１項といたしましてはひとり暮らしの高齢者、２項にいたしましては高齢者

のみの世帯、３項におきましては身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が

２等級以上の者、４項といたしまして知的障害者の療育手帳のＡ等にあたる者、５項と

いたしましては精神障害者福祉手帳１級の交付を受けている者、６項といたしましては

介護保険の要介護３以上で在宅により生活をしている者、７項といたしましてはその他、

町長等が認める者となってございます。定義については以上でございます。 

  人数についてですが、一昨日の地方紙にも掲載されておりました災害弱者の名簿充実

という部分がございまして、昨年の７月に災害対策基本法改正によりまして、それまで

できなかった自治体内での名簿の共有ができるようになったこと、また新年度において

は国の制度におきまして名簿の作成が義務づけられました。また印南以南の１２市町村

については、既に高齢者や障害者の把握をするための災害要援護者名簿を作成し、残る

市町については作成を急いでおるというふうに載ってございます。 

  上富田町におきましては、現在把握しています要援護者の該当者数につきましては、

２，６５３名、そのうち約１，６１６名の方が名簿等の登録をしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  そうしたら１，０００人ぐらいは登録されてないということになると思いますが、そ

の１，０００人の方には、当たって同意が得られてないという認識でよろしいでしょう

か。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、坂本君。 

○住民生活課企画員（坂本 厳） 
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  この２，０００名余りの方につきましては、リストアップはしてございます。そうし

た中で、これをもとに地元民生委員さんの方が地元を巡回していく中で、この方につき

ましては支援がなくても避難が十分できるという認識のもとで、名簿からはちょっと外

させていただいているということでございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  それじゃあ１，６００名が、支援が必要な要援護者ということになると思います。そ

の名簿をつくっただけではだめなんで、その活用をどのようにしていくお考えでしょう

か。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、坂本君。 

○住民生活課企画員（坂本 厳） 

  要援護者の方々に対する名簿の活用についてでございますが、要援護者リストの活用

においては、災害時におきまして要援護者の安否の確認や避難所等での支援を的確に行

うために、要支援者情報の把握と関係機関との情報の共有が必要であると思われます。

そうした中で、日ごろから要支援者の居住地や生活状況等を把握し、災害時にはこれら

の情報を迅速に活用できるよう整理しておく必要があると考えてございます。 

  以上のことから、本人の同意が基本とはなりますが、個人情報等の取り扱いには慎重

かつ厳重に関係機関と協議しながら、災害発生時に備えまして避難行動等実施に必要な

限度におきまして消防機関であったり地域の警察、または社会福祉協議会、地域におき

ます自主防災組織等々に対しまして、情報の共有について、今後検討してまいりたいと

存じます。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  大変結構かと思いますが、その１，６００人の方に、どなたが助けに行くかというこ

とをあらかじめ決めておかないと、いざというときには実際機能しないように思うんで

すが、その辺の個別の支援についてはどのようにお考えですか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、坂本君。 

○住民生活課企画員（坂本 厳） 
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  お答えします。 

  要援護者の支援についてでございますが、地域におきまして共助の中で助け合う必要

性につきましては、皆さんご認識されていることと存じます。そうした中で、要援護者

の避難等支援するためには、地域におきまして日ごろから高齢者や障害者などを特定し、

要援護者の方々のコミュニケーションや情報収集があると思われます。 

  今後の課題といたしましては、要援護者へのかかわり方や、誰がどの方を支援するの

かとか、避難時においてはどの方をお世話するかなどなど問題が生じてくるとは存じま

すが、ただ大きな災害が発生したときにおきましては、地域の支援者の方々も被災され

る可能性がございます。そうしたことで支援活動ができないこともある中で、このため

地域における支援に当たられる方におきましては、義務や責任を負うものではないと、

民生委員さんも含めてですけども、そういう責任を負うものではないと。この問題につ

きましては要援護者の方も含めまして、関係する全ての方々が十分理解していただきた

いと存じます。 

  町といたしましては、今後におきまして要支援者の支援体制等について協議させてい

ただき、町内会や自主防災の方々の理解を得ながら検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  そこのところが難しいんですよね。責任を持たせると、なかなか支援はしてもらえな

いということ。矛盾になるというふうに思いますが、やっぱり自助、共助というあたり

が、いざ災害というときには大変重要になると思いますので、特に共助の部分で地域の

皆さんの理解を得る広報なり、働きかけを十分やっていただきたいというふうに思いま

す。 

  今後とも十分災害に対して備えていただく施策を期待いたしまして、私の質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  ２番、木村政子君の質問を終わります。 

  １０時２０分まで休憩いたします。 

───────────── 

休憩 午前１０時１１分 

───────────── 

再開 午前１０時１９分 
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───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  ７番、沖田公子君の質問を許します。 

  沖田君の質問は、分割方式であります。 

  まず、定期予防接種についての質問を許可いたします。 

○７番（沖田公子） 

  おはようございます。 

  私は、平成１０年に初当選をさせていただきまして１５年になります。議会議員とし

て、住民の皆様の声を町政に届けてまいりました。 

  きょうは、定期予防接種についてと認知症高齢者の介護支援について、分割で質問さ

せていただきます。 

  まず初めに、定期予防接種について質問させていただきます。 

  政府は、ことし１０月から水ぼうそうを予防する小児用ワクチンと成人用の肺炎球菌

ワクチンを予防接種法に基づいて自治体が行う定期予防接種に加えることを決めました。

厚労省の推計によると、水ぼうそうは毎年約１００万人が感染し、そのほとんどが９歳

以下の子供で、一般には軽症だが年間４，０００人程度の入院、２０人ほどが亡くなっ

ております。 

  一方、成人の細菌性肺炎の感染も年間１００万人に上るとされております。このうち

３万人余りの方が死亡していると見られます。両ワクチンによって患者数を大きく減ら

すことが期待されております。 

  町として、それぞれの対象人数と実施方法、接種費用などの取り組みをお聞かせくだ

さい。よろしくお願いします。 

  第１回の質問、よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  ７番、沖田議員の一般質問にお答えします。 

  沖田議員には、日ごろから町民の健康管理にご心配をいただき、予防接種事業の拡大

に積極的に提案されております。 

  今回、公明さん等のご尽力によりまして、水ぼうそうを予防する小児用ワクチンと成

人用の肺炎球菌ワクチン接種事業が国のほうで定期予防接種事業と行われることになっ

てきました。素直に感謝を申し上げたいと思います。 
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  ついては、お願いすることがございます。 

  このような予防接種事業は、国は地方交付税に算定し交付することが一般的でござい

ます。平成２６年度の一般予算会計を審議していただくんですけれども、その中で予防

接種事業としましては、上富田町３，０５８万３，０００円の費用を計上しています。

上富田町の地方交付税は、基準財政需要額と基準財政収支額との関係で、交付税の交付

割合は５０％、これ１００％組んだんやなしに、もう計算したら５０％しかもらえない

んです。 

  一方、予防接種の交付税割合は一般的に９割交付税入れてますよという国の説明なん

です。ところが、それは実際５３％なので、実質的には５０％程度しか交付税で算入さ

れていないような結果になります。 

  ２６年度で当初予算を見ましたら、町の単独、要するに町のほんまの持ち出しが１，

５００万円も負担しやるというような状況でございます。このことが、上富田町の非常

に財政の圧迫の原因になっておるというようなことでございまして、今後、こういう接

種事業を行うとか、いろんな医療に関する問題が出てきますけど、町の財政で接種事業

せんよとか、こういうものを医療費の無料化というようなことが出てくることでありま

したら、非常に町民の皆さんにご迷惑をかける結果になってきます。 

  ついては、公明党の皆さんも政権与党の関係でございますので、今後、こういうもの

につきましては、交付税より補助金にして、交付税９割したのやったら補助金で９割い

ただけるような新たな考え方を国のほうで認めていただけるようにお願いしたいと思い

ます。 

  いずれにしましても、健康の問題です。国民の一人一人が不合理性のないような格好

で、今後取り組んでいただけるように思います。 

  具体的なことにつきましては、担当より説明させます。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課長、和田君。 

○住民生活課長（和田精之） 

  おはようございます。私から７番、沖田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  今、町長が交付税等のことをおっしゃられましたけども、私のほうは対象人数、実施

方法、接種費用についての取り組みについてお答えいたします。 

  まずは、水ぼうそうを予防する小児用ワクチンについてお答えいたしますが、今現在、

厚生労働省より示されている案により回答とさせていただきますのでご了承ください。 

  水ぼうそうにつきましては、感染力の強いウイルスにより流行し、５歳までに約８
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０％の子供さんがかかると言われています。一度罹患すると終生免疫がつきます。疾患

を防ぐためにワクチンの接種があり、現在は任意の接種となっておりますが、厚生労働

省が平成２６年１０月より定期接種として試行を検討されております。 

  水ぼうそうは、接種に本人の義務があり、主に集団予防を図る目的でＡ類疾病に位置

することを検討されています。Ａ類疾病につきましては、費用の９割が地方交付税で賄

われ、自己負担につきましては無料で実施している自治体が大半でございます。自己負

担につきましては、当町でも現在Ａ類疾病１２のワクチンにつきましては、無料で実施

をしております。水痘ワクチンにつきましても、無料という方向で検討していきたいと

思っております。 

  実施方法につきましては、医療機関に委託と考えております。 

  それで、対象者の人数でございますけれども、接種対象年齢につきましては、厚生労

働省の案としまして、水痘ワクチンは生後１２カ月から生後３６カ月に至るまでの間に

２回接種を行う。また、経過措置としまして、平成２６年度に限り生後３６カ月から生

後６０カ月に至るまでの間にある者を対象にしまして、１回接種を行うとされておりま

す。 

  それで費用ですけれども、一応今現在、１歳から３歳までの方が２回と３歳から５歳

までの方を１回としましたときに、接種率等もございますけれども、大体５００人程度

を予定しております。 

  接種の費用でございますけれども、ワクチンと、それと医療機関への委託費を見込み

まして、８，０００円から９，０００円ということで見込んでございます。それで、５

００人の９，０００円としまして４５０万円程度要るんじゃないかなと見込んでござい

ます。 

  続きまして、成人用肺炎球菌につきましてお答えいたします。 

  成人用肺炎球菌につきましては、厚生労働省の資料によりますと、肺炎は日本人の死

亡数第３位を占めており、特に、高齢者において高い死亡率となっております。このよ

うな肺炎のうち、４分の１から３分の１につきましては、肺炎球菌によるものと考えら

れております。 

  高齢者を対象としました成人用肺炎球菌は、接種に努力義務のない個人の予防目的に

比重のあるＢ類疾病に位置づけされることを検討されています。Ｂ類疾病につきまして

は、地方交付税３割ということになっております。それで、残りは全部、または一部を

自治体が助成することになっております。自己負担につきましては、現在Ｂ類疾病につ

きましては高齢者のインフルエンザがございます。生活保護世帯以外の方からは、１，

０００円を徴収してございます。このことを踏まえまして、成人用肺炎球菌につきまし
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ては、近隣市町村の状況を見ながら検討していきたいと思います。 

  いずれにしましても、自己負担につきましては、若干ですけれどもいただくようなこ

とで検討してございます。 

  それと実施方法につきましては、これも医療機関に委託と考えてございます。 

  それと人数等でございますけれども、成人用肺炎球菌ワクチンは、インフルエンザ定

期接種対象者と同様に、６５歳以上の者と６０歳以上のもので免疫の機能に障害を有す

る者を対象としていますが、６５歳以上の方につきましては経過措置が設けられまして、

措置終了後の平成３１年度より実施となります。経過措置では、平成２６年度から３０

年度までの間に６５歳から５歳刻みの方を対象とすることとなっております。 

  それで、費用でございますけれども、人数が２６年度につきましては大体７００人程

度、それのインフルの接種率が６５ということで４６０人、それで費用につきましても

７，０００円から８，０００円程度ということを今考えております。それで約３７０万

円程度を見込んでございます。 

  それで、両ワクチンの定期導入につきましては現在厚生労働省で検討されており、今

後は平成２６年７月に予防接種法の省令等の公布、１０月施行を予定しているとのこと

ですが、導入に当たりましては現在の情報は案であり決定事項ではございませんので、

今後内容が変わることもあります。スケジュールどおりであれば、９月議会へ補正予算

案を提出することを予定としております。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ２回目、よろしいですか。 

  それでは、沖田君の定期予防接種についての質問をこれで終わります。 

  続きまして、認知高齢者の介護支援についての質問を許可します。 

○７番（沖田公子） 

  認知症高齢者の介護支援について質問させていただきます。 

  厚生労働省の推計では、２０１２年現在、６５歳以上の高齢者３，０７９万人のうち、

認知症の人は４６２万人の１５％です。認知症になる可能性がある軽度認知障害の人も

４００万人います。認知症にかかる可能性は、年齢とともに高まるので、今後さらにふ

えると予想されています。認知症になると、記憶力や理解力、判断力が低下し、社会生

活に支障を来します。今後、患者がふえることで施設が不足し、在宅の患者がふえると

見られています。患者と家族が安心して暮らせる環境整備は、緊急の課題と言えます。 

  そこで、１つ目として現在の上富田町の６５歳以上の人数、高齢化率をお伺いいたし

ます。 
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  また、総世帯に対して６５歳以上の単身者世帯、６５歳以上のみの複数世帯、人数を

お伺いいたします。 

  ２番目に、超高齢社会に向けて、各自治体の取り組みが進んでいます。上富田町とし

て、認知症対策、介護予防対策で、今後力を入れていく事業についてお伺いいたします。 

  ３番目といたしまして、認知症の予備軍とされる軽度認知障害の方も、早期の段階で

の発見による予防、治療により、発症や進行を予防、遅延することができると世界的に

報告されてきています。この軽度認知障害の方が、適切な予防なしに放置された場合、

５年間で約半数の方が認知症に移行するとの研究発表もあります。 

  そこで、認知症の前段階である軽度認知障害の状態を、パソコンを使って判定するス

クリーニングテストを、認知症予防事業として行ってはと提案いたします。 

  次に、一人でも多くの方が自分自身の健康をチェックし予防できるように、町が行っ

ている健康づくりのための健康増進介護予防に関する事業の情報を一覧できるよう、ガ

イドブックなどにまとめて周知してはと考えますが、当局の答弁を求めます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  答弁願います。 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  ７番、沖田議員さんのご質問にお答えします。 

  ６５歳以上の人数、高齢化率でございますが、平成２６年２月末現在では、住民基本

台帳による総人口は１万５，３６６人、６５歳以上の人口は３，５９６人で、高齢化率

は２３．４０％になります。 

  続いて、総世帯に対して６５歳以上の単身者世帯、６５歳以上のみの複数世帯、６５

歳以上のみの複数世帯数、人数についてでございますが、住民基本台帳により判断する

ことができませんので、毎年５月ごろから民生委員さんを通じて７０歳以上の高齢者や

障害者の方等の調査をお願いしてございます。その中で、７０歳以上のひとり暮らしの

高齢者、７０歳以上の高齢者２人世帯を調べておりますので、その人数でお答えさせて

いただいてもよろしいでしょうか。 

               （「はい」と沖田議員呼ぶ） 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  すみません。ありがとうございます。 

  それではお答えをさせていただきます。 
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  平成２５年度の調査の人数ですが、７０歳以上のひとり暮らし高齢者の人数は３６５

人でございます。世帯数も同じ３６５世帯になります。調査時の上富田町の世帯数は６，

４２０世帯であり、その割合は５．６９％になります。７０歳以上の高齢者２人世帯は

３０８世帯で人数では６１６人になります。 

  続いて、２番の認知症対策、介護予防対策で、今後力を入れていく事業についてでご

ざいますが、介護予防対策では、平成２６年度から介護予防日常生活支援総合事業を実

施し、要支援認定者や要介護になるリスクの高い２次予防事業対象者に対し、通所型の

介護予防事業と配食、見守りなどの生活支援サービスを組み合わせた事業を実施してい

きます。 

  具体的には、上富田町社会福祉協議会と協力し、６５歳以上の健康な高齢者を中心に

ボランティアをしていただける方を募り、地域でのサロンの開催や配食、見守りなどの

生活支援に携わっていただく機会をつくっていきます。ボランティアとして希望してい

ただいた方には、養成講座や集いの機会をつくり、健康づくりや介護予防、認知症予防

などに関する知識を深めていただきます。 

  この取り組みで支援の必要な高齢者世帯を地域で支える体制づくりを進めていくとと

もに、生活支援活動をしていただくことにより、健康な高齢者の方々自身の活動の場が

でき、生きがいづくり、介護予防の効果が期待できると考えてございます。 

  また、通所型による介護予防事業を実施することにより、要支援認定者に対してはこ

れまでの重度の介護の方々とともに利用していた介護保険のデイサービスとは異なり、

比較的元気な者同士とのかかわりの中で、より高い自立支援効果が期待され、また、介

護認定において要支援と日帰り等を行き来するような方に対しても、切れ目のないサー

ビスが期待できるようになります。 

  続いて、認知症対策につきましては、認知症になっても本人の意志が尊重され、でき

る限り住みなれた地域のよい環境で暮らし続けることができることの実現を目指し、認

知症に対する知識の普及啓発活動、介護予防事業としての認知症予防教室の実施、相談

業務を中心に取り組んでいきます。具体的には、普及啓発活動については、従来から取

り組んでいる認知症サポート養成講座を引き続き実施してまいります。 

  介護予防事業としましては、認知症予防教室を開催し、認知症を予防する生活支援を

実施してもらい、認知症予防に関する理解を深めていただきます。 

  相談業務につきましては、認知症疾患医療センターとして南和歌山医療センターが県

の指定を受けており、鑑別診断と初期対応、平成２６年４月１日からは専門医療相談等

の体制が整うことになってございます。包括支援センターでは、地域住民、民生委員、

地域見守り協力隊、ボランティアによる見守り活動で寄せられた相談に対し早期に医療
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機関につなげていけるよう、本人、家族への支援を行ってまいります。 

  続いて③でございます。 

  軽度認知障害の状態を、パソコンを使って判定するスクリーニングテストを認知症予

防として行ってはどうかについてでございますが、パソコンを使って判定するスクリー

ニングテストにつきましては、東京都に本社のあるティーペック株式会社が提供してい

る軽度認知障害スクリーニングテスト、略称でＭＣＩＳというシステムのサービスとな

ってございます。検査費用は１人当たり約２，５００円となっています。実施者によっ

ては結果のばらつきが少なく、認知症の前段階である軽度認知障害のリスクを９７％と

いう高い精度で判別できるというものでございます。 

  導入している市町村は愛知県の尾張旭市、埼玉県の小鹿野町、同じく埼玉県の幸手市

の３市町となってございます。 

  現在、認知症のスクリーニング目的として、簡易検査として医療機関や介護の現場で

広く用いられている方法は、改訂版長谷川式簡易評価スケールとミニメンタルステート

検査、略称でＭＭＳＥが挙げられます。 

  改訂版長谷川式簡易スケールは、９つの質問項目で２０点以下の場合、認知症の疑い

があるとされてございます。ミニメンタルステート検査（ＭＭＳＥ）は、アメリカで開

発され、認知症のスクリーニング検査として国際的に使われている検査です。３０点満

点で１１の質問項目からなり、見当識、記憶力、計算力、言語的能力、図解的能力など

を調べます。２２点から２６点が軽度の認知症の疑い、２１点以下が認知症の疑いとさ

れてございます。 

  上富田町が介護予防事業として実施している認知症の予防教室は、和歌山県が和歌山

県立医科大学病院と開発したプログラムによって行ってございます。 

  認知症予防教室の実施の目的の一つとして、参加者への検査項目をもとに、認知機能

低下が疑われる方を早期に発見し、医療機関受診につなげるということがありますが、

その検査方法としてＭＭＳＥ検査が県内統一として使われてございます。面談で教室の

スタッフにより行われているため、費用は発生してございません。 

  ご質問のパソコンを使って判定するスクリーニングテスト（ＭＣＩＳ）は、面談で行

うＭＭＳＥよりも精度が高いという利点が考えられますが、今後の全国的な普及状況や

費用などを注視していきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

  続きまして、健康づくりのための事業の情報をガイドブックにまとめてはということ

でございますが、議員さんご指摘のように、地域包括支援センターでは、転倒無し教室、

シニアエクササイズ教室、認知症予防教室などの事業を行ってございます。介護予防を
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より一層進めていくためにも、周知を図ることは大変重要なことだと考えてございます。 

  地域包括支援センターの事業を初め、保健センター等も行っている健康づくり等もあ

わせて周知を図ってまいりたいと思っております。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ２回目、７番、沖田公子君。 

○７番（沖田公子） 

  ご答弁ありがとうございました。 

  上富田町は、本当にほかの方からもお聞きすることですけど、すぐに認知の方とかそ

ういう介護に対応していただけるというお声をいただいております。頑張っていただき

たいと思います。 

  この認知症の先ほどのスクリーニングテストの件なんですけども、そのほうが誤差が

なくてということなんですけども、上富田町ではこのＭＭＳＥというのを採用してもう

大分長いことやっておられるということをお聞きいたしました。 

  早期ですね。認知症は特効薬がなくて、予防で食い止めるしかありませんので、早期

発見するために、大勢の方がこの認知症の予防の今のＭＭＳＥに参加していただきたい

と思うんですけども、これの発症を抑えるためにつながると思うんですけども、今後ど

のように認知症予防チェックの普及を、もともと上富田町の皆さんの中に取り組んでい

かれるのかということをお聞きしたいんですが。 

  そして、またこの認知症になりました場合、本人もそうですけども、その家族のサポ

ート支援というもの、どういうふうに今後また取り組んでいかれるのかということもお

聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  ７番、沖田議員さんの質問にお答えいたします。 

  認知症予防教室につきましては、上富田町ではＭＭＳＥを実施しているということで

お答えをさせていただきました。 

  今後も、このＭＭＳＥでやっていきたいと思いますので、認知症予防教室に今後も続

けていきますので、そこにたくさんの人来ていただいて、そういう認知症の早期発見に

つなげるような取り組みを進めていきたいと思っております。 

  家族につきましては、認知症サポーター養成講座というのもやっておりまして、近所

にはそのような講座を受けた方がございますので、近くにそのような方が、その方たち
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によって地域包括支援センターのほうに話がございましたら、地域包括支援センターの

ほうからも訪問し、その方たち家族のサポートもやっていきたいと考えてございます。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  もう一つ、認知症と。 

○町長（小出隆道） 

  今、一番問題にあるのは、健康診断して精検しても、来てほしいとお願いしても来ん

人が多いんですわ。私はいつでもこう言いやんねんけど、今は個人というより地域の力

をかりてしなければできないなという判断をしております。 

  特に、高齢者の方に対しては、高齢者だけの世帯とかひとり住まいの方、老人の方が

多いんですわ。こういう方々については、その人が気つかんことがある。そういう方に

ついては、やはり地域の方で見守っていただくということで、例えばの話ですけど、地

域見守り隊をつくるというようなことしておりますけど、できたらそういう相談業務を

地域としていかに、まあ言うたら拡充するかということの必要が出て、それが町がする

事業に参画していただくことが必要になるというご認識をお願いしたい。 

  ただ、これは高齢者の問題だけではなし、子供の家庭でもそういう事例が発達してい

るのが状況でございます。先日、テレビでひどい場合でありましたら居酒屋へ子供を連

れていって、親の酒の飲むまで子供と一緒に食事しやるというような、こんなことあり

ますけど、我々の時代というのはやはり６時という夕食には家族団らんしやったような

状況でございます。できたら、社会生活の中で今どういうふうにするかということを、

役場というよりは全体的に考える必要が出てくるということのご認識、それと役場がし

やるこういう健診等につきましても、積極的に出ていただけるというような格好のでき

たらご認識をいただきたい。 

  そのために、くどくど言うわけではないですけど、やはり教育の向上が必要であると

いうことのご認識をいただけるようにお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  これで、７番、沖田公子君の質問を終わります。 

  １３時３０分まで休憩いたします。 

───────────── 

休憩 午前１０時５０分 

───────────── 

再開 午後 １時３０分 
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───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

午前中に引き続き、一般質問を続けます。 

  １２番、井澗治君。 

  井澗君の質問は、一括方式であります。 

○１２番（井澗 治） 

  私は、今回も住民が主人公の町政を目指し、住民の良識が輝く町に全力を尽くす、こ

れを政治信条として議会活動をやっております。今回も、この立場で質問させていただ

きます。 

  まず、１番目の問題は、町政の問題であります。 

  過日、臨時議会で町長は５期目を目指す自分の立場というものを、自分で発言をされ

ました。それには、政治姿勢として、明るく豊かなまちづくりの政治理念に基づきとい

う言葉を使いました。そして、その理念に基づいて、みんなが学んで花開く、口熊野上

富田の実現に向けて３つのことをやる、そういうことをおっしゃいました。 

  私は、言葉遊びをしようというつもりはありません。ですが、政治理念と言われた以

上は一番聞きたいのは、この理念というものによって、その中でも幸せなまちづくり、

町民あるいは町、幸せというのはどういうふうにイメージ化すれば、町民にわかりやす

くイメージ化すればどういうものなのかということを教えていただきたいというように

思います。 

  町長が４期１６年、ずっとやってこられたことにつきましては、私承知しております。

またこれから何を具体的にやるかということも、若干は承知しております。ですので、

なるべく私は、これが上富田として幸せな町であり、幸せな町民の暮らしなんだという

そのイメージを、仮に私が誰かに聞かれたときに、小出町長、こういうふうに言うてま

したよと言えるようなイメージをここで描いてみていただきたい、こういうことを、ま

ず一つ、お伺いしたいと思います。 

  非常に理念という言葉というのは難しい言葉だと思うんですね。私も辞林を引いてみ

ました。それによりますと、理念とは、理性によりて得たる最高の概念あるいは純粋理

性の概念とこういうふうに書かれているんですね。 

  また、漢字の国語辞典ではこんなに書いています。その概念のことを、同類のものの

中から共通の性質を求め、抜き出すことによってとらえられる内容、こういうふうにな

っております。恐らく町長さんは、明るく、豊かな、まだ明るいだけじゃなしに豊かな

とこうつけているわけですね。そんな町の中から、どういうことを町民に訴えたいのか、
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あるいは自分の政治信条としてやりたいのかというのが、もう少し具体的にされていい

のではないかというように思いますので、その点、ひとつお答え願いたいと思います。 

  その中にも、恐らくいろいろ出てくると思うんですけれども、２番目の問題は、介護

保険についてであります。 

  安倍内閣は、もう既に介護保険についての閣議決定をなされております。それにより

ますと、よく言われる言葉で、介護の社会化という言葉が介護保険をつくったときに言

われたんです。いかにして介護を社会的な存在として政府が責任を持ち、そして政治の

力で何としても介護をやっていくという、そういう概念で始めた介護保険だったんです

けれども、今は保険あって介護なしと言われているぐらい、いろいろと国の体制あるい

は政策というのが変わってきております。今回は、またさらにそれが非常にひどくなっ

たように思います。 

  まず、現行の要支援１、２というのは、これは認定を受けてやられるやつなんですけ

れども、これをなくしてしまう。そして、介護３以上を施設介護に受けられるようにし

ていくと、そして３つ目には、自己負担分を年収２８０万円、つまり年収２８０万円と

いうことは２８０万から１２０万の公的資金が引きまして１６０万ですか。その人以上

の原則２割にするというようなことを言われているんですけれども、ある意味では、こ

れはもう全部にかかわってくると言われております。これはどうなのかと。 

  それから、低所得者向けの食費、居住費は補助を縮小するというふうに言われてお

ります。こういうことを閣議決定されたんですね。閣議決定されたのはいいんですけ

れども、これが一体私たちの町にどういうふうな影を落とすのかという問題がありま

す。 

  それで、私が今言ったのは、ごくあらましの政府の決定ですか、閣議決定された中身

であります。これを受けて、そこに介護保険についての問題がずっと書いております。 

  この見直しが、どういう町民にとって意味をなすのかというように受けとめられてい

るのか、その受けとめる立場が、町長が、まだこれ町長に聞いておりませんけれども、

恐らく法の方向に向かって受けとめていく答えが出てくるだろうと思うんですけれども、

それがどうなのかと。 

  それから、要支援１、２がなくなるということは、介護するその内容が変わってくる

ということであります。これがどういうふうに受けとめられているか、またどうなるか。

サービスが受けられなかったらどうなるかという問題があります。さらに、介護保険料

がまた引き上げられますけれども、若干減額される面があるんですね。減額される面が

あるんですけれども、全国平均からいったら、今回も恐らく高くなるんではないかとい

うふうに言われております。それから、年金暮らしの高齢者の負担というのが、非常に
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厳しいものになってきております。 

  これらについて、まず第１回目は質問をしておきたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  １２番、井澗議員さんの一般質問にお答えします。 

  井澗議員さんは、常に町民の目線でご質問いただきました。たまには、町の財政も考

慮してご質問いただきたかったなと思っております。いずれにとりましても、私にとっ

てはよい経験を積むということで、今後も井澗先生のご意見は参考にさせていただきた

いと思います。 

  さて、一番初めの質問ですが、私の町政運営に関することでございまして、私は、さ

きの町長選挙でも公約を掲げることなしに、町民の皆さんにつきましては、総合計画を

説明し、その実行が大切であるとお願いしております。特に私は職員から町長に就任し

ております。そういう関係上、基本的には上富田町の総合計画に基づき行政運営を行う

ことにしております。 

  井澗議員から基本的な意見をと言われておりますけれども、既に議会の皆さんの議決

を経て、上富田町は基本構想が組まれております。その中で、基本理念についてはうた

われております。時間かかるかもわからんけれども、読ませていただきます。 

  この本があるんです。この本の中に、６ページに基本理念と将来像ということがうた

われております。 

  基本理念については、「『明るく豊かなまちづくり』～明るく生活ができ心の豊かさが

実感できるまちづくり～、基本理念とは、上富田町のまちづくりの基本的な考えを示す

ものです。町民が、健やかで安心して暮らせるように、町民と行政が一体となって、協

働により活力あるまちづくりを目指します。本町は、温暖な気候や美しい緑、町の中央

を流れる富田川など、風光明媚な自然に恵まれ、明るく豊かなまちづくりが進んできま

した。それは、先人たちの限りない努力の賜で、今日の繁栄があります。その意思を引

き継ぎ、みんなの知恵と創造により、『明るく豊かなまちづくり』～明るく生活ができ

心の豊かさが実感できるまちづくり～に、力を合わせて取り組みます。」ということで、

これは極端に言うたら、私の考えではなしに、議会の皆さん方の議決を経て基本理念と

いうのを決めたということのご了解をいただきたいと思っております。 

  しかし、具体的に、抽象的な問題じゃなしに具体的に説明せよということでございま

す。 

  私は、４期目にそういうものができたんか、また５期目できるんかいうたら、残念な
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がら私の考える理想的なまちづくりいうのは、ほど遠いと考えております。５期目もで

きません。なぜできないかと言いましたら、上富田町の財政運営は非常に厳しく、９

０％が経常経費でございまして、今の町政を維持するのが精いっぱいな状況でございま

す。当面は、財政の許す範囲で行政運営を行いますので、私の理想のまちづくりという

ことは非常に難しいと考えております。 

  ほな、理想のまちづくりというのはどういうものか言うたら、今の時点、今の時点を

考えたときには、やはり町民の方がある程度所得を得る、生活が安定するということに

なってくると思います。そういう中で、個々に説明させていただきましたら、所得の向

上目指して第１次産業、上富田町、大きく分けて農業と林業ございます。よう言われる

のは低コスト化で経営し、要するに利益を上げなさいよということでございますけれど

も、今農道をつけるにしても水路をつけるにしても、ため池を改修するにしても、農家

負担というのが要るんです。国のほうから、県のほうからもうて、あとは町と折半、そ

ういうものがなしにできるような町の財政があったら、農家の方には大変喜んでいただ

けるんですけれども、それほどまでに町は財政豊かでなしに、やはり農家負担を求める

ことになります。現状は無理です。 

  そういう中でも、人としては、やはりしなければならないものはするということで、

今県にお願いして、市ノ瀬の場合でございましたら、ため池が山間の中間にあるんです。

これについては、農家の方に負担さすことなしに、できたら 国とか県の補助金、町を

もって防災をなおすということで取り組んでいるような状況でございます。一点はお願

いしたいのは、町民の負担なしに所得にもなるような政策したいけど、残念ながらでき

んということのご理解いただきますように。 

  次に、商工業について、大きく分けましたら、若者は就労の機会が少なくなってきま

す。やはり就労の機会を拡大するということは必要になってきますけれども、企業の誘

致政策に比べたら、先日の総務教育常任委員会でも、そういう政策を立てますよという

話はさせていただきました。ところが、それをしたところで先進県の市町村を見たとき

には、上富田町は比較もならないほど貧弱な優遇対策でございます。できたら、上富田

町もほかの県よりも増して優遇政策したいんですけれども、財政的に厳しいなというこ

とがございます。 

  例えば、私は東京へ行くんです。モノレールへ乗ったら、例えば何年間来て、営業し

て雇用してくれたら、土地は無償で貸し付け、一定の期間来たら払い下げますよという

ような優遇政策をとるところとか通信費を何年間無料にするとか、電気を何年間無料に

しますよというこういう優遇政策したのが実態でございますけれども、同じようにする

ことは、上富田町は非常に財政的に無理かなと思っております。 
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  もう一点は、非常に辛いことではございますけれども、上富田町なぜか大型店舗が来

たときには、その店舗は非常に営業的にはあれなんですけれども、反面、地元の小売り

の方が非常に苦しいということで、この小売業者をいかに育てるということが出てくる

ような気がします。 

  皆さん方もお願いしたいのは、小売業者をこういう形でしたい、私はむしろ保育所な

りいろんな町内の物品については入札することなしに、地元から購入するというような

格好の中で、ある程度育成するという必要があるということのご理解をいただきたいと

思っております。 

  また、２６年度の予算を組むにつきましては、皆さん方にご審議いただくんですけれ

ども、職員からもやはりいろんな提案あるんです。例えば、防災について、木村議員か

ら質問されとりますけれども、もう少し詳しいハザードマップつくりたいよということ

あるんです。それは、何千万円もお金かかるんです。そういうものをつくれない、避難

所のこともお話あったんですけれども、避難所の運営についても、勉強はさせています。

現実的にお金なしでするいうのは非常に難しい。そこで、集中的に朝来の小学校につい

て発電機を整備するとかそういうものをする、それともう一つは、文部科学省の通達、

極端に言うたら住民生活にかかわる、いろんな通達あるけれども、それをまとめてする

必要あるよというようなことを議論されております。 

  いずれにしましても、いろんな時点でお金があれば理想にできますけれども、お金な

しに行政の運営は難しいということが出てきます。私は私なりに理想は持っております

けれども、やはり財政的に厳しいということのご理解をいただけるようにお願いしたい

と思っております。 

  次に、介護保険です。介護保険は、制度としてするときには、日本共産党は多分反対

の立場をとったと、私は考えております。この議会でも反対されたです。 

  今日見たときに、介護保険というのは必要であるのかないのか、これは今の高齢化社

会の中では、制度としてぜひとも必要です。ただ、残念なことに、これが平成１９年あ

たりと２４年の決算書見たら、この間、５年ほどで介護給付費が２億ほど伸びたんです。

これがますます伸びます。しかし、このままでやったら介護保険制度は、財政的に破た

んして持続することが無理でございます。やはり１期１期検討して、そのことを踏まえ

て、今度は６期になるんですけれども、６期の保険料とかそういうものをする議論が出

てくると思います。できましたら、むやみに上げるんではなしに１期１期検討して、そ

の結果として保険料決定して、持続可能な制度をできたらするということのご理解をい

ただくようにお願いしたい。 

  いずれにしましても、介護保険については、担当のほうから少し説明をさせます。 
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  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  よろしくお願いいたします。 

  一部、町長さんの答弁と重複するところもあるかと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えいたします。 

  まず、この見直しは、介護される町民にとってよくなるのかどうかについてでござい

ますが、まず介護給付費の状況について、お答えさせていただきます。 

  第５期計画で策定しました上富田町の介護給付費の総額は、平成２４年度は９億８，

０８６万７，０００円、平成２５年度は１０億３，９３１万１，０００円、平成２６年

度は１０億９，３４９万３，０００円と推定してございます。実際のところは、平成２

４年度決算では１０億１４２万４，０２０円、平成２５年度では３月補正予算作成時で

は１１億４，６８２万円、平成２６年度当初予算案では１１億５，５２５万円で、それ

ぞれ計上しており、計画と比較しても増加しているのが現状でございます。また、平成

２６年度当初予算案では、和歌山県より財政安定化基金貸付金を借りる予定になってお

り、上富田町の介護保険財政は、非常に厳しい状況にあります。 

  以上のことから、第６期におきましても、介護保険料を値上げせざるを得ない状況に

あり、そのことでは、町民の皆様にはご負担をおかけすることになります。 

  そうした中で、一定所得者の利用者負担の見直しや食事、居住費などの見直しが行わ

れ、町民の皆様にはご負担をおかけするところもあるかと思いますが、町としましては、

町財政厳しいところであります。町民の皆様には、今後も介護保険会計が安定的に運営

できますように、引き続きご理解ご協力いただきたく思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  続いて、要支援１、２をなくすことで、その介護の内容はどのように変化するかにつ

いてでございますが、要支援１、２の方に行われている介護予防サービスについては、

訪問介護と通所介護が、平成２９年４月までに、全ての市町村が新しい総合事業の中で

実施することになってございます。その理由として、現在の訪問介護と通所介護は運動

機能の向上や認知症予防などの介護知識や技術が必要なサービスと、必ずしもそうとは

言えない掃除や洗濯、レクリエーションなどが一緒に提供されているからです。そうし

たことから、要支援１、２の方の見直しが行われました。介護内容につきましては、訪

問介護では、ＮＰＯ、民間事業者等による掃除、洗濯等の生活支援サービス、住民ボラ
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ンティアによるごみ出し等の生活支援サービス等多様な担い手による生活支援を活用す

ることになってございます。 

  通所介護では、ＮＰＯ、民間事業者等によるミニデイサービスの提供、コミュニティ

ーサロン、住民主体の運動、交流の場の提供、リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等

が関与する教室などの開催が考えられます。また既存の介護事業所による身体介護、生

活援助の訪問介護、機能訓練等の通所介護については、引き続き利用できますが、市町

村が定める基準を満たした事業所へ移行する必要がございます。なお、訪問介護と通所

介護以外の介護予防サービスについては、従来どおり、介護予防給付の中で行われます

ので、介護内容には変わりはございません。 

  続きまして、介護保険料は、また引き上げとなるが、それはどうなるかについてでご

ざいます。 

  初めに説明させていただきましたが、上富田町の介護保険財政の状況を説明しました

が、議員さんのご指摘のとおり、第６期計画では引き上げの方向で検討させていただく

ことになります。ただし、低所得者の方の保険料については、軽減強化を図るとなって

おり、平成２５年１１月２１日の全国介護保険担当部局長会議資料によりますと、２０

１５年時点で最大１，３００億円の公費を投入し、第１段階、第２段階では基準額掛け

る０．５が０．３に、特例第３段階では基準額掛ける０．７５が０．５に、第３段階で

は基準額掛ける０．７５が０．７に軽減強化が図られることになっています。 

  また、保険料の標準６段階から標準９段階への見直しの検討がされており、所得水準

に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、また多くの自治体で特例第３段階、特例第

４段階の設置や本人課税所得層の多段階化している現状を踏まえ、標準の段階設定を現

行の６段階から９段階に見直すとされています。なお、現在と同様に、引き続き保険者

の判断による弾力化が可能となってございます。 

  上富田町におきましても、国の改定や介護給付費の伸びを踏まえて検討させていただ

きます。具体的には、第６期介護保険計画策定委員会にお諮りすることになりますので、

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、年金暮らしの高齢者の負担はどうなるかについてでございます。 

  現在の上富田町の保険料の段階表は７段階あり、年金収入も含め、本人及び世帯の所

得状況によりそれぞれの段階に区分されます。また、先ほどもご説明しましたが、第６

期では、国が９段階に見直しをする予定になっておりますので、町としましても、７段

階からの見直しの検討をする必要があります。 

  年金暮らしの高齢者の負担がどうなるかについてでございますが、現在の７段階によ

りお答えしますと、上富田町の基準額は第５段階のところにあり、第１段階から第３段



－ 128 － 

階については軽減が図られますので保険料率が下がることになり、第４段階は基準額に

０．９を掛けた保険料ですから、今のところ判断はできかねます。第６段階から第７段

階までは同じ率かもしくは上がることになってまいります。 

  負担額については、平成２６年度に決定することになりますので、ご理解のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  まず、町長の政治理念の問題であります。 

  私は、具体的にそういうことは、もうよくわかっているんです。町長、何したいかい

うのわかっているんですけれども、ただ今言うたように幸せなまちづくり、豊かなまち

づくりという、その豊かとか幸せというのはどういう視点で考えられているんかなとい

うのが、私若干理解をしておきたいと思いましたので、質問したんですけれども、大方

のところは、私の推測ではわかりました。 

  ただ、ちょっと違うということなんです。それはどんなに違うんかと言いますとです

と、まず、この問題で一番大事なのは、もし幸せなまちづくりというようにしていうこ

とを言うのであれば、幸せであるかどうかというまず現状というのをどういうふうに理

解しておくかということが、まず大事だと思うんですね。 

  その現状がどうなっているかということを、一遍見てみましょうか。 

  まず、子育ての問題です。実態をきちっとつかんだ上で物事を考えていくというのが、

私たち、住民が主人公の町政のやり方なんですけれども、まず町長、子育ての問題。町

長は子どもは、私は子どもというのは親から生まれた途端に人間としての存在を始める

と、そして、それはやっぱり一方的な存在だと、子どもというのは夫婦の問題の子ども

です、家庭の問題ですけれども、それはやっぱり公のものがその子に対して、幸せをつ

くっていかなきゃいけない。町長は子どもは郷土の宝だと、こういうふうにおっしゃた

んですね。私もそれは同感なんです。 

  そこで、その子育て、子どもが生まれて、おぎゃと産まれた瞬間から社会的存在であ

る子どもが、生まれてもうちょっと大きくなって行ったらどうなるかといったら、すぐ

に行き当たるのは公立保育所ですね、保育所の問題です。 

  保育所に行きますと、要するに上富田町はまだ公立という保育所が維持されておりま

す。民間委託されないで、町長、これはまだやるんだということで頑張ってくれている

ので、これはありがたいことだと思うんですけれども、ほんならそこに生かしている保
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育料どうなのかという問題が１つあります。 

  保育所はご承知のとおり、夫婦が共働きでいくときに子どもさんを預けて、そして小

さいときからしっかりした子ども、判断のきちっとできる子どもというのをつくってい

くということでしているわけなんですが、その保育料ですね。今、多少上富田町は国の

基準よりも下げております。これはもうよくわかっております。 

  ただ、２人目からは半額になっていますね。これ私はやっぱり、今高知県高知市あた

りでは２人目から全額免除というようにやってこられるということで、子育て支援をし

ていこらということになってきております。なぜ、そういうことか言いますと、例えば

上富田に、保育所で２人預けている人が５２人いるんですね、５２人。それ実際、保育

料調べてみますと、約６４０万ぐらいのお金が１人分として半分から取っているわけな

んです。もし、これが、子ども出生率が非常に低いんですけれども、段々低くなってき

て、とにかく人口がふえていく、上富田町の宝である子どもたち、その保育所の子たち

が、将来１０年、２０年たったら上富田背負っていくわけですけれども、その子たちが

もっと多くなる、２人も３人も欲しい夫婦があっても１人しか産めないあるいは２人も

産めないというような状況というのが、今あるんですね。 

  それはなぜかと言うたら、保育所に、仮に２人目あっても、２人目、３人目は、皆全

額免除していただけるというような制度があったら、安心して働きに行けるということ

が言えるというふうに、私は思うんですけれども、そういう点が１つあります。 

  それから、まだ子育ての問題では、子どもの医療費あります。 

  現実問題として、子どもの医療費の無料化は、中学校までがだんだん伸びてきている

んですけれども、平成２３年でしたかね、私の９月議会の質問で、上富田町でも恐らく

四、五千万円あれば、中学校までは無料にできるということだったんですね。子どもが

仮に病気になって、医療費全部ただやということになれば、安心して子どもを育てられ

ると。なぜかといいますと、今上富田町の所得層というのは、町長は、一定の所得があ

るという状況が幸せやというような話をしましたけれども、低所得者層というのが非常

にふえているんですね、ふえているんです。共働きをしないと、夫婦の共同生活が困難

になってくるような状況というの、いっぱいあります。また、あるいは無職で結婚でき

ない青年もたくさんおられます。そういう中で、医療費の無料化というような問題で子

育て支援が、まだできていません。これもやっぱり考えなきゃいけないだろう。 

  財政の問題、ちょっと置いときますよ、後でやりますから。 

  それから、医療の状況ですね、医療の状況。医療の状況というのはどんなになってい

ると思いますか。 

  先ほど来、町長は、給付費がふえると、それは確かなんです。町長、それは本当に私
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もようわかっているんです。例えば、国民健康保険ですね。国民健康保険で給付費がど

うなっているかちょっと見てみますと、平成１２年では、給付金は７億７７４万５，０

００円だったんです。ところが、その１２年後には１１億９，４２４万円にふえている

んですね。約２倍ぐらいふえているんですよ。これは、そのとおりなんです。 

  ところが、このふえた原因をする前に、その次に国保税がどうなったかというのを見

ておきたいと思います。 

  平成１２年、１人当たり、調定額で単純に平均出したやつです。６万３，６６３円だ

ったのが、平成１６年まで５年間の間に６万７，２７２円、３,６０９円ふえているん

です。それから１０年でどんなになっているかといいますと、平成１２年に対して２１

年は８万９，８２３円、２万６，１６０円ふえているんです、１０年間で。 

  それから次に１４年間ではどうか。平成２５年までにどれだけふえているかといいま

すと、何と平成１２年が６万３，６６３円です。ところが平成２５年では１１万４０７

円になっているんですね。これは４万６，７４４円、１４年間で７万６，７４４円ふえ

ているんです。国民健康保険税が。 

  そしてその次に、もう一つ見ておきたいと思うんです。削られた国庫負担ですね。三

位一体改革で、町長言うているように、平成１２年というのは２０００年です。これは、

臨調行革路線から今度は三位一体の改革に入ったときなんです。それから比べてみて、

資料は平成１６年からしかなかったんで、その間に削られたお金、国庫負担の合計しま

すと１７億２，００２万円削られているんです、つまり。 

  ここで、給付費の問題、さっき言いましたように給付費は２倍になっているんですね。

給付費の財源は、国庫負担と国民健康保険税です。だから、国庫負担が削られてきて、

国保税がぐっと上がって、それで大体補いながら、それでもできないから、町長は積み

立てておった積立金を取り崩して、そして平成２３年ごろまでは、なるべく国民健康保

険では上げないようにしようということで頑張ってこられたと思うんですね。それでき

ないときには、３,０００万とかほうりこんできたと思うんですけれども。 

  だから、後でまとめて言いますけれども、この保険の国保税給付費がふえるのは、結

局のところ、国庫負担を削ってきているからそうなっているんですよ。別に町長が原因

でも何でもない。だから、その点ははっきりさせておきたいと思うんです。 

  次に、後期高齢者やっておきましょうか。 

  後期高齢者の状況、どうなるのか見てみますと、均等割だけで所得割は、所得でそれ

ぞれ違いますからわかりませんけれども、４期目、つまりこの２６年から２７年にかけ

て、所得割率は１．５９％引き上がるんですね。１期目よりも。そして、均等割額につ

いては、第１期比でいいますと６，６２９円引き上げるんです。つまり、平成２０年は、
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３，８０３万８,１０１円だったのが、今回の４期目の改定はもう決定しております。

４万４，７３０円です。つまり、１期目に対して６，６２９円ふえたことになるんです

ね。これだけ負担がふえているんです、住民負担が。後期高齢者。 

  次に、介護保険です。 

  介護保険の基準額だけでいきますよ。これはもう５期目が過ぎまして、１５年過ぎた

んですけれども、１期目は平成１２年から１４年で、年間３万５，５００円のところが

基準値だったんです。ところが、５期目の２４年から２６年のやつについては、基準値

が６万７，８００円。対１期ですね、平成１２年度比でいきますと３万２，３００円も

ふえているんですね。前年度比、４期目に対しては８，３００円ふえているんです。こ

れだけの負担が、住民負担としてふえているんです。これは私がうそ言うたんでも何で

もない、町にある資料を分析して、表にしたらそうなるんです。 

  つまり、医療については、国民健康保険もそれだけふえているんですね。これは住民

負担が、もうこれ以上は耐えられないというような状況があるんですよ。 

  それがまた、それが証拠に、国民健康保険なんかでは１億３，０００万円の未収金、

未納金があります。住民税で、ほかの税金でいっても住民税でも８，０００万ぐらいあ

りますでしょ。それから、固定資産税もあるというようにふえておるんです。それが１

つあります。 

  それから次に、教育の問題ですね。 

  教育でいったらどういう問題があるかといいますと、やっぱり体罰やいじめというの

がある、現に存在しているということがあるわけですね。体罰は、もうだんだんなくな

ってきているんでしょうけれども、全面否定はできないところにあるでしょう。いじめ

もそうですね。これはどうしていくかという問題ありますし、それから平和の教育とい

うという問題でいきますと、私は、広島平和ノートというのをとりまして、これは非常

に広島市教育委員会がつくったピースひろしまとか何とかというあれなんですけれども、

その資料を教育長のところへお渡ししておりますんで、教育長持っておられると思うん

ですけれども、これは非常に行き届いた平和教育の活用がされてあると思うんです。そ

ういう問題あります。 

  それから次に、医療どうなっているかという状況見ていきますと、医療施設ですね。

例えば、紀南病院の問題です。 

  紀南病院は、やっと公立病院になりました。つまり私たちのものになったんですね。

なったんですけれども、そこに、あそこは紀南病院というのは急性期の病院でしょう、

急性期。急性期の患者を受け入れる病院になっているんです。ところが、新しい紀南病

院受け取ったけれども、買い取るように決めたけれども、脳神経外科、呼吸器外科の非
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常勤医の外来診療というのは、外来の診療医だけのものでしかなりません。つまり、正

式にそこの病院の中に勤務医としての医師がおらんということなんですね。 

  それから、紀南病院はさきに言いましたように、紀南病院は発症直後の急性期病院な

のでありまして、急性期のリハビリや在宅復帰支援というものを行う病院ではありませ

ん。だから、３カ月たちますと、例えば手術して、手術が一定の快癒しますと、すぐに

そこから追い出されるわけです。若い者ならともかくとして、お年寄りは３カ月して、

ひとり者のお年寄りでしたら、どっこも行くところがなくなるんです、受け取るところ

がなくなるんです。そしたら、ほんならどうするかというたら、どうするかといったっ

て、どっかで何とかしないといけないんですよね。 

  そこで考えだされているのが、今回の介護保険のやり方なんですよ。要するに、市町

村の地域包括ケアシステムというところが、今上富田にもありますけれども、そこへも

ってくるんですね。そして、地域で何とかせえ、協力してやれとこう言うんです。でも、

そんなこと、できっこないんですよ、これは。だから、非常にその人たちの出てきた後

のケアというのは、紀南病院も公立病院になって受け取るのは結構だけれども、そうい

う状況というの、いっぱい出てくる、これから。それを、ほんならどうするんかという

行政の課題があります。これは、ほんならこんなことについては、どう考えているのか

という問題が１つあるんですね。 

  そういう問題と、次に、そういう中で、こういう実際現実に町民の暮らしにかかわる

問題で、もうこれ以上、医療介護とかいうものの保険料とかあるいはそういうもの、上

げたらどうにもならない、支払いさえできないという状況が生まれてきているという事

実を、やっぱり見逃してはいけないと思います。そこに目を置かないといけないと思う

んですね。これから、町長、幸せなまちづくりやるわけですから。にっこりと笑って住

めるようなまちづくりをやるというんですから、それを見逃してはいけないと思うんで

すね。そのときに、町財政の状況どうなのか、見てみましょうか。 

  地方交付税の大幅に削減されているというのは、町長よう知っていると思うんですよ。 

  例えば、平成２４年の決算ですけれども、対１２年度比というのは２０００年ですね。

対１２年度のそのときから三位一体の改革というのが始まるんですけれども、その対１

２年度比で、平成２４年までの削られた額の累計をやりますと、６３億４，８７８万３，

０００円、６３億削られているんです。つまり、この１４年間の間に、これだけのお金

が町当局に交付税として入らなんだということなんです。さっきから町長も、大きく削

られた削られたという話をしております。 

  しかし同時に、国保もやっぱりそうなんです、先ほど言いましたように削られており

ます。 
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  そうした中で、一般会計のこのような状況で、未収金の問題が１つあると思うんです

けれども、地方債、その中でも借金をずっとやりながらやってきたと。上富田町も平成

１２年から赤字地方債、臨時財政対策債という赤字地方債を発行して、そして交付税の

足らん分を補うような形でやってきたんですけれども、それでも交付税の削られたの、

圧倒的に多いんです。それで補えんです。その地方債の残高が、平成２４年末で１２４

億７，０５１万４，０００円あるんです。財政は厳しいですよ、町長言うように。でも、

これは町長が政治的に厳しいと言うてるのは、そのことやと思うんですけれども、これ

別に町長の責任やとは、私言うてないんですよ。だから、今言ったように、地方交付税

の削られた問題なんか言うてるわけですけれども。 

  これは決算で、私もそのとき言ったんですけれども、これを借金返した金額でいきま

すと、毎日約４００万円ずつ返してきたということになる、上富田は返してきたことに

なるんですね。２５年度も、恐らくそういうふうに推移をすると思いますわ。まだもう

ちょっとふえるかわかりません。 

  そういう中で、今言ったようなことをずっと、町長が言ういわゆる政治理念であると

ころの明るくて豊かな過ごしやすいまちづくりをしていかんなんという理想を掲げてい

るんですよ。現実問題として。 

  ところが、そこへもってきて、今度は消費税の引き上げですね、消費税引き上げ。こ

れがあります。どれだけ引き上げられたかということを、これは私、前回質問しました。

そのときに企画員が説明してくれたのが、私記録ありますんで、それを見ますと５％の

ときには、町民１人当たり、推計ですよ、これはあくまでも。７万４，８４０円だった

のが、８％になったら１１万９，７４４円に負担がふえるんですね。世帯でいきますと、

５％のときには１７万６，２７２円、年間だったのが、１７万６，２７２円に上がるん

です。８％になると、２８万２，０３５円に引きあがるんですね。つまり、税金とか要

するに医療の負担とかどんどんとふえ上がっていくし、片一方では消費税はどんどん取

られる計算でしょう、そうなっていきやるしという状況があるんですね、なってくる。 

  そのときに、これ全部やるということは、私はできないけれども、町長が一旦掲げた

理想では、こういう問題に対して少しでも安心できる、幸せやって感じさせる、つまり

子ども生まれても、次はやっぱりこうやと安心して保育所へ行かせるられるよというよ

うなことを言ったり、あるいは医療の問題だったり、あるいは安心してほかの医療機関

にも行くためにというようなところに目を据えた財政運営をしていかなきゃいけないん

じゃないかと、私は思うんです。 

  これは別に反対する人、私はないと思うんですね。ただ、そのお金、ほんならどうや

って見つけ出すんかよという問題があります。これはあります。 
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  私はいつも提案しているんですけれども、私は消費税については反対なんです。反対

ですけれども、消費税で今５％のうちの１％というのは、地方消費税として県へおりて

きます。交付されます。それを県は、またその半分を市町村へばらまくんですね。上富

田は１億１，１５０万ですか。お隣の白浜町は２億３００万ぐらいですか。田辺市は６

億８，０００万ぐらいあるんです。 

  上富田は、その１億１，１５０万円というのは、これは消費税を払ったときに取られ

ているお金なんですね。それを返してくれたという形になる。だとすれば、ほぼ、こう

いう要するに福祉のほうとかそういうところへ回すような予算を立てて、そこらをある

程度、全部やるとは言いませんけれども、そういうのをしながらやっていったらいいん

じゃないかと、私はそういうふうに思うんです。そういうふうにするかしないかは、町

長さんの考え次第ですけれども、私はそれを求めているわけなんです。これこそ、やっ

ぱり大事なことではないかと。 

  町長の政治姿勢で、そこはやっぱりそのことが町長の政治理念の理想の中に、いわゆ

る実態をきちっと踏まえた上でやる政治姿勢ということであろうと、私は理解している

んですけれども。 

  そして、もう一つ言わせていただければ、憲法２５条を実行するのは、国がまずやら

なきゃいけません。だけど、国は今そうやって国庫負担を削り、町長もよう言っていま

すように、補助金を削ってきますから、わしとこは５０％しか来てないんやと、さっき

からさかんに言うてくるわけですよ。それは削っているんです。それは悪政なんですね。

悪政なんです。その悪政であっても、地方自治体の長たる者は覚悟して、そこに住んで

いる住民の命と暮らしを守らなきゃならない、これが地方自治法の本旨ですよ。それが

地方自治なんです。そのお金が、今そこへ使えるお金が１億１，１５０万というのは、

これは別にそこへ使ったって、誰も怒る人はないじゃないかと、私は思うんですね。 

  先ほど言いましたように、保育所２人目から全部ただにしても、それは１人目ただに

するだけで、約６００万あったらできるんです。それから、乳幼児医療費も４，０００

万、この４，０００万というのは、１００％、子どもたちが医者にかかるということを

前提に計算した計算なんです。だから、これ７割としてもそんなに要りません。３，０

００万か４，０００万、全部組んだら、小中学校までの完全無料化できるんです。後は

補正したらいいんですけれども。 

  そういうことを考えることが大事ではないかと。町長がせっかく政治理念でぬくもり

のある温かいというのを言うてるわけですからね。そういうふうに言うてるわけですよ。

だから、そういうことをやっぱり実現させるために頑張っていただかなけりゃいけない

のではないかというように思うんですけれども、どうでしょうかということをお聞きし
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たいと思います。 

  いずれにしましても、この問題は事実に基づいて出発しなきゃいけないということだ

け、まず申し上げておきたいというふうに思うんです。 

  財政問題は、さっきも言いましたように、ある確かに財政問題、みんなそうですよ。

規準財政需要額に入れるということなんですけれども、全部１００％入れないというの

が、政府の方針でしょう。交付税が削られたということはそういうことです。だから、

それをひとつはっきりと、そこへ目線をそれに当てられていただくようにお願いをした

い。していただくということでお願いしたいと思います。 

  次に、介護保険です。 

  私は、介護保険の問題で先ほど企画員が答弁した、そういうことを聞いているんじゃ

ないんですね。 

  例えば、今度の介護保険がどんなになるかいうたら、まず要支援１、２を削って、要

介護１、２までは施設介護はさせないということでしょう。要介護１、２を削るという

ことはどういうことだと思いますか。例えば、図書いたら一番わかりやすいんです。ま

ず、要支援１、要支援２になるか、要介護１になるかどうか、つまり要介護２までを、

まず振り分けるんです。つまり新制度の前に振り分けるんです。 

  そして、今までの要支援１だった人、要支援２だった人を振り分け落として、あるい

は要介護１、要介護２まで振り落して、その後を認定に回すんですね。そういうやり方

ですよ、これは。ちゃんと理解しておかないと。 

  そして、そこで振り落された要支援１、２の今だったらそれに該当する人を、限度額

は要支援１、今でしたら４万９，７００円、１カ月で使ってもいいよ、そのうち１割は

自己負担となったんですよ。４万９，７００円以下に抑えなさいとこうなっている。抑

えて、それを地域のケアセンターのとこら辺に送り込んでくる。そうなるんです。そし

てそこで手当しなさいよと。その手当、ほんならどんなんするんかいうたら、ボランテ

ィアとか何かいっぱい使えよ、こういうふうになってくるんです。 

  そうすると、病院の急性期病院で３カ月たって追い出されたお年寄りやとか行くとこ

行けない人たちはみんなそこへ来て、どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょ

う、相談に来ますよ。そしたら、ここで、実際に現実にも何百人か、上富田にも支援１、

２の人があるんですけれども、そういう人の２１０人は継続するんかどうか知りません

けれども、せやけど、これから要１、介護１、要支援１、２というのはなくなるわけで

すね。要するに給付費はもらえない、サービスは受けられないということなんです。 

  そして、それをお金は、要支援１、要支援、介護１、介護２のお金を使わせれるかい

うたら、それは使わせないんですよね。要支援１の４万９，７００円よりも下にしなさ
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いということを、今度は通達で出すよと。政令と書いているわ、具体的にはそういうの

を政令で出しますよと、定めると、こう言うてる。それが閣議決定なんです。企画員。 

  だから、あんたの言うてるようにバラ色にはならないんですよ。非常に諸矛盾を皆ケ

アセンターのほうへ、地域包括ケアシステムのほうへ全部もってくる、こういうふうに

なるんですよ。ほんならそこでさばき切れるか。どうやってさばきますか。 

  そこで目線は、やっぱり介護をしなきゃならない、要支援をしなきゃならないという

人をやっていかなきゃならないのは、それが仕事なんですね、皆さんの仕事なんです。

要介護１、２の人の施設入所してもいいと、今はなっているんですね。それには、ほん

ならそれを要施設入所の理由というのは、介護者不在、介護困難、住居問題、こういう

人たちが６０．２％あると言われているんですね。言われているから、介護１、２で施

設へ行っているんです。 

  認知症のＢＰＳＤというのあるんですけれども、徘徊や妄想、攻撃的行動、不潔行為、

異食などの認知症の周辺症状、その他の理由による判断力の低下、喪失というのが２１．

１％。つまり、それぞれが住宅で生活ができない人が要介護１、２で認定されて、それ

は施設介護いいよとなってたんです。今度、それをなくしてしまうという。要３からや

る。そうすると企画員どうしますか。そういう人たち、ほんならケアセンターでちゃん

とケアできるんですか。どうしますか。訪問介護含めてですね。 

  そして、もう一つは、仮にケアセンターでそれができたとしても、ボランティアとホ

ームヘルパーというのは違うでしょう。ホームヘルパーさんの資格に持っている仕事、

どんなんありますか。ちゃんと、そのケア、ホームヘルパーさんは指導しに行くんです

ね。この人は、もう認知症に近くなっているん違うんかなという要素を発見したら、そ

れを防ぐためにどうすりゃいいかとかいろんなそんなことをする、そういうことを教育

を受けてきてやるわけですね。そういうのやるんです。ところが、今度はそういうこと

さえもできなくなるんではないか。そんなこと、ボランティアの人に要求してもできな

いんじゃないかということが言えるんじゃないかと、私は思うんです。 

  そうなってきたら、私なぜこの見直しを、町民にとってよくなるのかどうかという意

味を聞いたのはそこなんです。決して、よくならんじゃないですか。これは、国の財政

の自由やというて、そんなもん、理由、通りませんよ。現実にそのことをやってきたや

つをなくすことだけで、こんなこと起きているんですから。今まで。 

  給付費がふえた、ふえたと言うてますけれども、それは当たり前なんで、国庫負担ふ

やさずに保険料ばっかりふやしているんだから。 

  そして、保険料です。 

  保険料ですけれども、保険料については９段階にして、そして今までの３０％、５



－ 137 － 

０％引きとか、５０％だったのが７０％引きとかというように、細かく分けていくよう

になっております。どこが基準になるかわかりませんよ。だけど、上富田は、高くなる

というのは間違いないです。 

  さらに、今先ほど言い忘れておりますんで消費税のところで言うておきたいのは、身

近なところで水道料金を見ても、大変な負担になるんです。例えば、現行で水道料と公

共下水で、大体平均して使いますと３，４４４円、消費税要るんですね。それから、水

道と農集でありますと３，２２８円要るんです。ところが８％になったら、公共下水と

水道とでは５，５０８円、水道と農集では５，１４８円。水道と公共では２，０６０円

ふえるんです。それから、水道と農集が１，９２０円ふえるんですね。これが１０％に

なったら、もっとふえますよ。つまりわかりやすいところでいうたらそんなん。電気の

関西電力から、おたくこんなんになりました電気量の５％から８％にしたとき、ありま

したけれども、こういうふうになっていくんです。 

  そういう中で財政運営をやって、町長の言う理想であるところのものを、朝ぬくもり

があって、幸せなまちづくりをするとこういうんです。言うんですから、そこへもって

こようと思ったら、ほんならその人たちのことをちょっとでも何とかしてあげんなん、

何とか財政のやりくりをやらなきゃならないという、この苦労は、それはもう町長にな

った以上は、ご苦労ですけれどもやってもらわないとしようがないと、私は思うんです。 

  ぜひ、要するに先ほどから申しておりますように、消費税のね。まだ時間ありますよ。

消費税の１億１，１５０万円いうの使っていただきたい、やっていただきたいと思うん

ですけれども、そういう視点が町長の政治姿勢の中で、政治信念の中で必要ではないか

と言うように思うんですけれども、いかがでしょうか。 

  財政問題は、今回の問題の論議の一つでもあるんです。お金をどんなに使うかという

問題。 

  たしか消費税入れるときには、社会保障のためにやるんだという話をしておりました

けれども、今ではもう消費税は、要するに活用するよというところに来ているんですね。

ひとつも社会保障の財源にするというようなこと、言うてない。活用しますよ、活用す

るようにしようかなとこうなっている。それはまあ、そういうことを言いますと時間長

いこととりますんで言いませんけれども。 

  だから、まず町長、政治姿勢のところで、今言いましたように、先ほどの説明では本

当はわかりにくいんです、明るく豊かなまちづくりの中から抜き取った魂というのは、

心のなごやかな、さわやかな、そして穏やかになる、そして暮らしよいってこういうこ

とでしょう、町長。私はそうやと思っているんです。 

  それを実現しようと思ったら、まず今の現状の暮らしというものをしっかり分析する
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目が必要じゃないか。しかも、そのことで町職員の皆さんと頭を突き合わせて、その実

態をきちっと把握した上で考えるということが必要じゃないか。必要じゃないかじゃな

しに必要だと私は思うんですね。だからこそ、公僕なんです、町職員の皆さんは。町民

１万５，０００人の命と暮らしに責任を持っている、その長なんで。 

  町長、物すごくええこと言うてるんです。理想的なこと言うてるんです。それを政治

理念にすると言うてるんですから。であれば、財政が厳しかろうがどうだろうが、そう

いうことをほんならどんなにしたら暮らしが楽にできるんだということを考えることが

普通ではないかと、私は思うんですけれどもどうでしょうか。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ２時３２分 

───────────── 

再開 午後 ２時３２分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  それでは、再開します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  まず、先ほどからの質問聞いたら、自分自身を褒めてやりたいなと思いました。 

  ご存じのように、国の政策で地方の財政は厳しいんです。私が政治的に失敗したとか、

何かの過ちで財政がしんどなったら、それは潔く同調しますけれども、今、国そのもの

も財政がしんどい、地方もしんどい、その原因もあるんです。そういう中で、先ほどか

らこういう部分、こういう部分ご指摘があったと思うんですけれども、私はよう頑張っ

たなと思って、皆さんから感謝状いただかんなんなというようなことを思っております。 

  まず１点お願いしたいのは、国の決められた制度を曲げてまで町政はできんというこ

とのご理解をいただきたい。後ほど、介護で原も答弁しますけれども、原君はどうやこ

うや言うたところで、これは国の制度であってできんということのご認識をいただきた

い。そういう中で一つ一つ答弁させていただきましたら、先ほど地方消費税を地方に配

分ある、それを極端な例で言うたら２人目の保育料をただにするような方法を考えられ

んかなということですけれども、私は既に保育料につきましては、先ほども井澗議員か

らありましたように、国の基準よりも下げてしやる。２人目の方ではなしに全体的にそ

ういうことのご認識をいただきたい。 



－ 139 － 

  それともう一つ、田辺市は公設立民営の部分の保育所にしているのは事実です。白浜

町は民間の保育所は完全にあります。印南町は全て保育所にしたんです。保育について

も、私は極端な例で言うたらそれなりに保護者の皆さんの要望を聞いてしたけれども、

こういう機会でありますので、できたら国の基準まで引き上げるということの検討とか、

印南町のように民間に全て任すというようなことも、次の懇話者審議会に共産党の指摘

はこういうふうなので、それを賄うためにはこういうふうにすることも検討しますよと

いうことを表明します。 

  その次に、水道とか公共下水道についても指摘あったんです。前回も下水道のときに

ちょっと説明したんですけれども、田辺市に比較して水道も農業集落排水も少なくとも

若干ではありますけれども低いんです。これも田辺市並みに上げるということも検討さ

せます。 

  この施設そのものも、上富田町は、私は田辺市や白浜町より進んであると思っていま

す。なぜならば、田辺市は特定環境の公共下水、例えば本宮町とか龍神村は施工してい

るけれども、町なかまではできてないです。周辺は農業排水事業しかできてない。一方、

白浜町は、白良浜の水質の保全を保つために、町なかはしてあるけれども農業集落排水

は全然手をつけていない。この議論もまたあるんです。そうではなしに、合併浄化槽で

対応したらどうなるというような話ですけれども、合併浄化槽は理論的に言いましたら

１００％するということは絶対無理です。これはなぜならと言うたら、朝来の駅前で極

端に言うたら家の中へ合併浄化槽を設置するというようなことができん。そういう中に

おきましてはこういう水道とか下水道に対しての対応を聞かれた場合には、私は少なく

てもこの付近市町村から来たら上富田町は進んであるという。その使用料も水道料金、

下水道料金ともに低いという認識を持っております。それも検討はさせていただきます。 

  次に、国民健康保険とか介護保険事業とか高齢者の医療につながれておりますけれど

も、国の補助金少なくなってきたよ、町も出せよ、そうではないんです。そうではなし

に、一人一人が医療費を抑えるとかそういう事業をしなければ、むやみに医療費のふえ

る中で、この制度が堅持できるかと言えば堅持できんと思うんです。まず出てくるのは、

極端な例言いましたら、自分で健康管理して、その町自体の医療費や介護保険料を安う

する。その制度を守るような格好にするということが必要でございます。 

  そこで、先ほどから基本構想について議会の議決を得たということを話しております

けれども、議会の議決にこういうことをいただいております、基本構想の中で。自立と

協働のまちづくりをします。私は、自立ということを非常に重きを置いております。今

のような格好であったら、日本の国の行政システムそのものがどこかで歪み出てくる。

やはりまず出てくるのは自立ということで、みずから健康管理をするとか、みずから生
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活をするということを頭へ植えた上で、いろんな制度を利用したいただくというような

格好になってきます。 

  そこで、お聞きしたいです。極端なこと言うたら、子どもに対して養育義務を言って

おりましたけれども、親に対しての養育義務はどういうふうになったかということを私

は聞きたい。なぜ聞きたいとするならば、先ほど病院から帰ってきたよ、ところがまる

っきり子どもさんと生活してない、そういう中で問題が発生すると思うんですけれども、

やはり一定の子どもとして親を扶養するというような観念を持っていただかなければ、

それ全て行政で賄うということが難しいというふうに考えております。 

  いずれにしましても、確かに国は財政的に非常に厳しい。その中で、やはりこういう

制度を堅持していくために、まず第一に保険料を上げる前提の前にみずから考えて、医

療費とか介護給付費を少なくしていただくというようなことをできたらお願いしたいと

思っております。 

  次に、教育の問題言われております。私は、教育はまるっきり体罰ないんかよ、まる

っきりいじめないんかと言ったらそうではないと思うんです。教育委員会もまるっきり

ないという観点で、学校の現場とかそういうことは見てはあきません。やはり問題があ

ったらそれを提起して、議論してしやるというようなことでございます。 

  教育そのものも、私がこういう場で言うのは大変失礼なやり方ですし、自分自身はな

るべく言わんようにこのごろ持っていってますけれども、平成１０年ごろの上富田中学

校の実態と今の実態をどう踏まえるかということを認識していただきたい。私は、平成

１０年ごろの上富田中学校は非常に荒れていたかなと思っております。極端な例で言い

ましたら、上富田中学校、これはわかりません。けど、少なくても火災が出たという事

実があるのも事実です。よその学校へ殴り込みに行ったというのも事実、暗幕も破られ

たのも事実、そのとき言うたのは、責任の所在をはっきりして親に賠償命令を出すとい

うような格好で分割してとったというケースがあります。そういう積み上げする中で今

の上富田中学校あると思うんですけれども、ただ、それは極端に言うたら表面上の問題

だけであって、やはり大なり小なり体罰なりいじめがあると思うんですけれども、少な

くとも平成１０年ごろの上富田中学校と今日の中学校とは違うし、むしろ上富田町とし

て上富田中学校が誇れると思ってるんです。 

  私自身もほかへ行って話しすることはしております。できたらそういう格好のことを

お願いしたいんです。極端な例言いましたら、地方交付税の話もありました。国保の話

も。町村会としては、地方交付税、地方の財政を確保してほしいよ。国保の経営基盤を

安定するために法をきちっとせよと要望しておりますけれども、先ほどから述べました

ように非常に難しい状況で、特に上富田町の違うところは都市でもない、山間部でも、
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中山の市町村で地方交付税が、いろんな計算ありましたから私みたいは論法はなりませ

んけれども、１人当たりに直したらこの付近で極端に安いです。田辺市よりも安い、白

浜町よりも安いのが地方交付税の実態でございます。交付税に参入するよ、参入するよ

と国のほうは言っておりますけれども、上富田町はその恩恵が少ないということをご理

解いただきたい。 

  私は、いつでも言うんです。印南町と比較してみ、すさみ町と比較してみ、これなぜ

２町を言うのかと言いましたら、この２つとも合併してないんです。同じ条件の町なん

です。その町と比較したところで相当違いますし、印南町とでは大体２倍、半分しかも

らえない。すさみ町であったら３倍、要するに３分の１しかもらえない。少なくても印

南町並みに１人当たりの交付税をいただいたときやったら、私は少し、私なりの考えで

財政運営できると思うんですけれども、そういう厳しさがあるということでご理解をい

ただきたいと思っています。 

  いずれにしましても、議論はさせていただいてしますけれども、国の政策を市町村が

とやかく言えるものでもないし、その中で町としていかに工夫するかということである

ということでご理解いただきたいと思っております。 

  介護保険については原も答弁しておりますけれども、原は原なりに頑張ってきて、そ

の中で何をするかということを、今後、我々として検討することでご理解をいただける

ようにお願いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  総合事業費の上限のことについて、お話をさせていただきます。 

  総合事業費の上限につきましては、その見直しの考え方として、上限については現行

の制度を踏まえつつ、予防給付から総合事業に移行する分も賄えるようにする設定とな

っており、具体的には当該市町村の予防給付から移行する訪問介護、通所介護と、予防

事業の合計を基本にしつつ、今後、伸びていく分についても当該市町村の後期高齢者の

伸び等を勘案して設定した額とする方向で検討するとなってございます。 

  また、仮に市町村の事業費が上限を超える場合の対応については、制度施行後の費用

の状況等を見きわめる必要があること等を踏まえ、個別に判断する仕組みなどの必要性

について検討すると国のほうでは示されてございます。 

  町としましては、財政厳しい折でございますので、こうした国の示した方向に従って

いくということで、よろしくお願いいたします。以上です。 
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○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  まず町長さんですけれども、私は町長が自分でおっしゃられましたけれども、自分が

いい政治をしているその現実が、今、私が言うたことなんです。町長がいかに頑張って

くれてるけれどもその状況にあるよと、そういうことを言うてるんです。これは、町長

がそこを抑えてくれているというのは、僕もよく知ってるんですけれども、でもそうい

う町長が立派な政治をしやるのにから、なおかつそういう状況に、国保もあれば介護も、

これ物すごい負担の増でしょう、１０年間とか何とかで考えたら。 

               （「それ国の責任と違うやろう」の声あり） 

○１２番（井澗 治） 

  私は、だから……。 

○議長（大石哲雄） 

  続けてください。 

○１２番（井澗 治） 

  そういうことを、私は現実を捉えてしっかり見ていこうではないか、見たらどうです

か、あるいはそのことを踏まえないとだめじゃないか、何もかも全部町でやれとか何と

かと、そういうむたいなことを私は一個も言ったことないんです。でも、現実はそうい

う現実にあるんだということの認識でやってもらわないと、せっかく美しい政治理念が

濁ってくるのではないかと、見えないようになってくるのではないかと。町民が感じな

いやないか、体感的に、実感的に感じないというふうに思うんです。だから私言うてる

んです。ですから、そのことはちゃんとそういうふうにしていただきたいと思うんです。 

  もう一つ、町長にちょっと見解聞いてあったんですけれども、言うていただいてない

のは、紀南病院です。紀南病院は確かに買い取りました。これまた負担増なんです。市

町村にとっては負担増の、町村立病院ができたんですよ、公立病院が、はっきり言うた

ら。その中には、脳神経外科と呼吸器外科については非常勤医のみの外来しか受け付け

ていないと、これはあそこがある程度の総合病院として伸ばしていくんだったら、この

ことはもう欠陥じゃないんですか。こういうものをある中で…… 

               （「病院のやつは質問されてない」の声あり） 

○１２番（井澗 治） 

  いや、これさっきから言うてますよ、全部。 

  僕の言うてるのは、町政についての質問の中でどういうやつがあるか、ちゃんと打ち

合わせのときに言うてますよ。まあ、聞いてください。 
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○議長（大石哲雄） 

  とにかく質問を最後まで続けてください。 

○１２番（井澗 治） 

  今言ったように、決めてないですからそれをどうするんかということを、どういうふ

うに考えるかということは別に今聞きたいとは思いません。思わんけど、その問題はあ

るんです。だけど、それ避けて通れないでしょ。幸せなまち、幸せな町民、それをつく

るって言うてるんでしょ、町長は。そこが政治理念や言うてんねんから。そのことにつ

いても。 

               （「政治理念と関係ない」の声あり） 

○１２番（井澗 治） 

  そういうことをやってもらわないかんですね。 

  で、もう一つ介護の問題ですけどね、基本的に介護の問題で、私はいいですか、介護

を受けたいという人があるとします、ここに町民が。その人が介護受けたいんやけどよ、

と言うたら、まず２５項目のチェックリストで振りわけるんです。つまり認定のところ

にいくんじゃなしに、そこで２５項目に引っかかるように要支援１、２、介護１、２ま

でを全部そこで振り落とした段階で、次の３以上のやつについては認定のほうへ回って

くださいよとこうなるんですよ。わかりやすく言うたら。これは物すごい後退じゃない

ですか。しかもその費用たるものは、今、要支援になったら４万９，７００円、要支援

２だったら１０万４，０００円、要介護１だったら１６万５，８００円、要介護２だっ

たら１９万４，８００円、これだけ現場で限度額で決められた中で使えるんです。１割

さえ負担すればね。でもそれは、今度は今言うたように振りわけたやつについては、ケ

アセンターのケアの人も行くんですけれども、要支援１以内の介護費ですか、要支援の

金でやりなさいよ、にしますよってなってるじゃないですか。それがどう考えてるかと

いうことなんです。それを聞きたいと思うんです。 

  それから介護保険料です。これは年金収入で８０万円以下の人など、現在５０％の軽

減割合を、これ７０％にすると、こうなってますわ。同８０万円から１２０万円の人は

現在２５％を５０％に、同１２０万円から１５５万円は２５％を３０％に。現在６段階、

上富田は７段階ですけども、９段階にわけてやりたいと。でも、第５期の全国平均は、

４，９２７円、基準のとこがね、合計のとこが。それよりもはるかに高いということで、

かなり高くなるんじゃないかということです。だから私が言うてるのは、そう原則の、

決めた、法律が変えられるわけですから、変えた法律がどんな意味を持ってるんか、そ

の姿をちゃんと理解しないと住民の立場に立てないじゃないですか。私はそんなに思い

ます。 
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  ですから、今言ったように、だからそういう事態が起きるんだということなんですよ。

今度の改悪は。でもそれを町職員の係の方が知らんと、そういうことちゃんと理解せん

と、国が、財政があれやから、法律が決められてるからどうやこうやということだけで

はね、対処できない問題があるじゃないかと。それを整理して、それをどう解決してい

くんか。それはどう、地方自治体としてサービスをしていくかということを考えるのが、

地方自治体の仕事じゃないですか。私はそんなに思いますよ。どうですか。 

  町長さんね、町長が悪いことをしてるとか何とか、私言うてんのちゃうんです。あな

たがそうやって立派に考えてやろうとしてるのに、それを立ちはだかってるのは交付税

とかいろんな問題があると言うてるんです。それはだから向こうに言わなしゃあない。

国に言わな。国の政治が変わらないと。 

               （「言いやるやん」の声あり） 

○１２番（井澗 治） 

  言いやるんやろ。それでも削られてきてるんです。削られている中でさえも、ある一

定の金額、先ほど言った消費税１％の半分の１億１，５００万というのがあるんやから。

それをまず、そういうとこ一遍つこてみたらどうな、てこう言ってる。 

               （「使えんねて」の声あり） 

○１２番（井澗 治） 

  だからそれを目的……そういう論議のしかたあかんです。私が今質問してやんねんか

ら。 

               （声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質問を続けてください。質問を続けてください。一方的に続けてください。無視して

続けてください。 

  町長、ちょっとやめてください。 

○１２番（井澗 治） 

  だからね、私はそういうやつで消費税の使い方を目的税化せいとは言いません。一般

財源と言いたいんでしょうけども、そこにまず目を向けて、手当てをした上で、一般財

源にするという、そういうことをすれば直ちに、今私が言ったような小さなことは簡単

にできると思うんです。どうですか。そういうことで町長の政治姿勢については、今申

しましたように非常にわかりにくい説明だったですけども、ただぬくもりのあるとかね、

暮らしよい、幸せな町って、その幸せっていうのは体感とか実感的に町民が感じなけれ

ば、何にもなりませんよ。幾ら立派な保育所つくっても、そこに魂が入らなければ、保

育所の魂が入らなければ。そういう保育所の魂が入らなあかんね。ほんで上富田町は保
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育所で行くて言うてんねんから。別に田辺市並みにせえとは。田辺市がちょっと安かっ

たら、それ高う引き上げますよってそんなことしなさいて、私１回もここで言ったこと

ないですよ。あなた勝手にそんなこと言うてる。それは自分のやってきたことの否定に

過ぎないんですよ。論理的に言えば。それを申し上げておきたいと思います。 

  で、介護保険については今言ったようにもう少し、今言ったように現実、その政治の

決められてることは、厳しい状況を上富田の介護を必要とする人たちに降りかかってく

るという認識ですね。その上に立って、上富田町ができる限りの対応をするというとこ

ろに立ちきっていただきたいというふうに思う。いずれそれは具体的に、次の議会あた

りでは出るのかと思いますけれども、それまでにも要するに来年から始まる６期目です

か、介護保険料とかそういうもの全部はっきりと示していただきたいと思います。その

点、いかがでしょう。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  ほめていただいた後、ごふっと落とされまして。消費税を、そういう井澗さんの言う

ような格好で使えということは無理です。先ほど言いましたように、保育所そのものに

ついても、ご存じのように７，０００万円から８，０００万円保育料としていただくけ

ど、あとの２億３，０００万円から２億２，０００万円ほど全て持ち出し。こういう費

用に事前に使っているということのご理解、要するに全般的に使っているということの

ご理解をいただかんだら、その部分だけ井澗さんの言われるようなことで済むというよ

うな財政運営ができんということのご理解をいただきたいと思っております。 

  次に紀南病院のお話、出てきたんです。私は紀南病院は、今後はみなべから白浜町の

まちで経営するということになってくるんでしょうけど、私は紀南病院というのは素晴

らしい病院やと認識しております。ある関東のあるお医者さんに、この付近の先生で聞

いたんです。この付近は１４万人が住んでおります。１４万人の圏域の中で、大きな公

立、要するに紀南病院と南和歌山医療センター、それに対してまた民間の病院とか、開

業医ある、むしろ恵まれたあるよと言われております。この付近は恵まれたるという認

識はまず一定いただきたい。 

  ただ今つらいのはそれ以上に医療が進んだある都会と比較する。その場合は、やはり

権益が違うということの認識で、やはりそれぞれの分担して、例えば紀南病院で手術と

かできんのやったら、和医大行くとかほかの病院に行っていただくいうような使いわけ

する必要があるという認識をいただきたい。そこへ出てくるのは、紀南病院が井澗議員

が言われるような格好に充実できるんかと言うたら非常に難しい。何が難しいいうのは、
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経営から言いましたら不採算部門。要するに採算とれる部分は紀南病院引き受けたある。

要するに黒字にしようと思ったら簡単に黒字にできる要素もあるんです。ここの公立は

黒字になってる。ところが不採算部門もある。紀南病院とか南和歌山医療センターの非

常にうれしいのは、救急医療もやっていただける格好になってる。特にこの婦人とか出

産に対しても、それなりの対応を使いわけでしやるということです。ただここで１個出

てくるのは、先ほどから言葉がありますように、精神医が不足しやるのは事実です。こ

こで何なと言うたら、紀南病院の別館という名前は別ですけど、こころの医療センター

の精神医に先生が何人か。何人やったらいいんやけど、ないということで、今のところ

診療時間とか預かる方が少なくなってきやるのが状況です。そういうこともある程度、

認識していただくことが必要です。やはりお医者さんあって成るということですけど、

残念ながらそれを充実できんちゅうこともありますけど、私はこの圏域としては、ほか

の同じような規模の圏域に対しては恵まれてあるが、そういう中で紀南病院も頑張って

くれやるということの認識しているということでお願いしたいと思っております。 

  次に、先ほどから言われております介護保険ですけど、これは難しい。何が難しいん

な言うたら、上富田町は極端な例で言うたら高齢者専用住宅というのを町が貸して建ち

やる。この間もある人にこんなん言われたんです。岡の公営住宅建ってある、民間の業

者に勝手に貸して、あんなんええんかよ。極端に言えば、ほかも貸したんです。愛の園

も貸したんです。なぜと言えば上富田町はそれだけの運営をする財政的な能力というか、

経営的な能力ないということで、民間の人にかりていただいて高齢者の介護は一定でき

るような努力はしやるんです。井澗さん言われるようなことについては、それなりに検

討はしますけど、我々としましてそうことの批判を受けながらでもしやるということの

ご理解をいただきまして、３回目の答弁は終了させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  答弁漏れないですか。 

  住民生活課、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  まず要支援１、２の方の介護保険を受けている状況、どのようになるかということだ

ったと思いますけど、要支援１、２の方につきましても介護認定はしてまいります。先

ほどもお話ししましたように、訪問介護と通所介護が総合事業のほうに移行していくと

いうことでございます。それ以外のサービスがありますので、介護認定は受けることに

なります。 



－ 147 － 

○議長（大石哲雄） 

  答弁、お願いします。答弁お願いします。答弁したらいいです。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  要支援１、２の方の、先ほども議員さんからお話があったと思いますけども、１、２

の方でもホームヘルパーが必要な方もございます。これにつきましては、既存の事業所

を利用して、新たな基準で受けることができますので、ホームヘルパーが必要な方につ

きましてはやっぱり、ただ基準は変わりますけども、その基準が先ほど申しました要支

援１が４万９，７００円。 

               （「受けられんて書いてある」の声あり） 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  既存の事業所で受けられるということになってございますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。保険料についてですけども、今回の当初予算で計画策定を挙げさ

せていただいております。それをご承認いただきましたらアンケート等とか、策定委員

会を開きまして、そこで議論して介護保険料を決めさせていただきますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  ひとこと申し上げますが、議会は言論の府でありますので、質問、答弁については止

めるつもりはございませんが、論点をなるべく整理して、質問と答弁が合うように努力

してください。それから通告をしてない質問については、中止といたしますので、これ

からよろしくお願いをしておきます。 

  以上で、１２番、井澗君の質問を終わります。 

  ３時１０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ３時０２分 

───────────── 

再開 午後 ３時１０分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  以上をもって一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 議案第２１号～日程第３９ 議案第５８号 

○議長（大石哲雄） 
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  この際、日程第２ 議案第２１号、上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する

条例の件から、日程第３９ 議案第５８号、町道路線の廃止についての件まで３８件を

一括議題といたします。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 議案第２１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２ 議案第２１号、上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の件

について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２１号、上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の件を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 議案第２２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３ 議案第２２号、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の全部を改

正する条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２２号、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の全部を改正

する条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第４ 議案第２３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第４ 議案第２３号、職員の再任用に関する条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ２番、木村君。 

○２番（木村政子） 

  同意を得た職員全員を雇用するのかという点と、条例の３条で、任期の更新の場合、

勤務実績が良好な者というふうになっておりますけれども、最初に雇うときに勤務実績

を問うのかどうかという点について質問いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課長、山本君。 

○総務政策課長（山本敏章） 

  ２番、木村議員さんにお答えいたします。 

  その再任用職員として雇用する場合ですけども、当然、定年退職前の勤務実績とか健

康状態、それから免許、その他資格等を実証します。その上で再任用する場合には、町

長が、役場組織の活性化とか人員配置並びに財政状況を十分勘案した上で判断すること
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になります。それから、退職者全員を雇用するということは考えておりません。やはり

もう財政状況というのがあっての話です。それと、再任用は新たに採用することである

ことから、本人の同意が必要になります。 

  以上です。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいですか。 

○２番（木村政子） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番、沖田君。 

○７番（沖田公子） 

  質問いたします。このポスト配分についてなんですけども、雇用する上でポストが確

保できているのかということ、仕事がないのに雇用しているというふうに思われる、言

われるおそれがあるのではないかというふうに思いますけど、その点いかがでしょうか。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課長、山本君。 

○総務政策課長（山本敏章） 

  ７番、沖田議員さんにお答えします。 

  まず、退職者全員を再雇用するのではなく、これは先ほど２番議員さんにもお答えし

た答えと重複するんですけども、基本的には町長がやはり役場組織の活性化と人員配置

並びにその財政状況を勘案した上で判断することになりますので、仕事がない状態で雇

用するということは考えておりません。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １１番、吉田君。 

○１１番（吉田盛彦） 

  先ほどの熱弁と激論の後、町長さん、お疲れでしょうけど、ちょっとわからないとこ

ろがあるのでお聞きします。この通達、総務副大臣から来たというようなことも聞いて

おります。これは技術的助言であって、これをしなさいよというような強制的なもので

はないというようなこともお聞きをしております。要は６０歳から６５歳の間の年金の

空白の時期を何とか埋めたいというような趣旨だったかと思いますが、ただ、その内容

について細かくこの条例の中に入ってないように思いますので、ちょっと教えてほしい
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んです。 

  先ほど木村議員さんがお立ちになって、全員雇用するというようなことは考えていな

いという答弁でありましたけれども、そうすると５人が雇用してくれって希望があって、

１人しか要らない。財政的なもの、また、人員配置の問題とかというときに、テストを

するのか、再試験か、どういう方法で選ばれるのかなとふと思ったので、それについて

も教えていただきたいと思います。 

  そしてまた、２点目につきましては、パートでいくのか、フルタイムで雇われるのか

ということ、そしてその辺の内容について、給与面いわゆる手当、身分はどうなるのか。

そしてまた、臨時職員との時間、時給とか、そういうものがわかれば細かく教えていた

だきたいです。給与、手当、身分、臨時職員の比較、そういうことがあれば教えていた

だきたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課長、山本君。 

○総務政策課長（山本敏章） 

  １１番、吉田議員さんにお答えいたします。 

  まず、１点目ですけども、採用するときの条件ですけども、先ほど申しましたように、

従前の退職前でしたら、従前の勤務成績とか健康状態等をやっぱり勘案することになり

ます。その他の基準につきましては、任命権者である町長が判断して決めることになり

ますので、よろしくお願いします。 

  それと、フルタイムであるのか、短期雇用であるのかということでありますけども、

今回、職員の再任用に関する条例案につきましては、いわゆるフルタイム雇用、常勤勤

務を想定したものであります。フルタイムの場合でしたら常勤勤務を要する職員になり

ますので、当然町の職員定数条例第２条の規定によります定員が１５０名以内というと

ころにカウントされることになります。 

  それから、新規採用への面に対する影響部分ですけども、いわゆる組織の活性化を進

めるということがやっぱり大前提でありますので、影響が出ないように取り計らうとい

うのが基本になろうかと思います。 

  それと、給与面ですけども、この場合ですと、再任用職員の給与につきましても、初

任給とか、昇格及び昇級に関する基準に基づいて決定することになります。再任用職員

を採用するとなりましたら、当然、今回は条例提案しておりませんけども、職員の給与

等に関する条例の一部改正が必要になります。手当につきましては、勤務手当とか超勤

勤務手当、それから期末勤勉手当が支給されます。支給されない手当としましては、扶

養手当それから退職手当になります。 
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  身分ですけども、常勤の職員でありますので、当然、地方公務員になります。地方公

務員ですので、地方公務員の災害補償基金とか、地方公務員共済組合にも加入する必要

があります。雇用されますと、退職年金については再任用の間は支給が停止になります。 

  それから、臨時職員との比較ですけども、常勤勤務になりますので、単なる時間給の

比較というのはなじまないと考えております。あくまでも職員の給与等に関する条例の

一部改正後の行政職の給料表に基づいて給料を支払うことになります。ただ、参考まで

に申しますと、例えばうちの臨時職員の場合でしたら、一般の事務で日額５，９００円

です。保育士の場合でしたら日額７，３００円になります。今、１級として、今回もし

この給与改定を行って国に準じてするとすれば、１カ月１８万５，８００円です。これ

を日給に割りますと９，２９０円になります。それをまた時間給にしますと、一般職の

場合ですと７６１円、保育士の場合ですと９４１円、それからこの再任用にしますと１，

１９８円になります。 

  ただ、今回再任用するに当たっては、例えば一般の臨時職員と同じ待遇というわけに

はいかないと思います。当然、３０年余り勤務されて、それだけの実績とそれだけのい

わゆる力量がある中で採用するわけですから、当然、それなりの給料を支給すべきだと

考えております。ただ、すぐに、先ほども申しましたように、これを再任用条例を提出

させていただいて可決をお願いするものでありますけども、これを運用するに当たって

は給料表を改定しなきゃなりません。現在は、その給料表については上程しておりませ

ん。これにつきましては、付近町村、また、県からの状況も十分見合わせて、その上で

また議会等も相談させていただいた上で判断させていただきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  １１番、吉田君。 

○１１番（吉田盛彦） 

  立派な答弁されたと思います。ただ、現実的でないようなところも幾つかあると思う

んです。職員の人数が定数が１５０人、フルタイムになって一応職員にカウントされる

ということですね。そうすると、１５０名まであるからそれまでの間に考えるよという

んやけども、今１２０名、１２３名ですか、ことしで。そういった中でやっている中で、

到底１５０名近くこの行革の中で、―までもっていくというようなことは考えられな

いと思うんですよね。運用の中で。だから、運用の中でも十分考えていきたいというこ

とは、それで言ってしまえばそれで終わりなんですけれども、一番心配するのは、先ほ

どの井澗議員の論戦にもあったように、交付税の問題も田辺、白浜よりも、まちがちょ

っと田舎でもない、都会でもないということで、１億１，０００万ほど少ないと厳しい
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とこがあるというようなことから、財政でもこの前の議会の中では、県下恐らく一に厳

しい状況にあるだろうというような町長の発言もあったといったその中で、行政改革の

挨拶の要旨にあったように、さらに継続して行政改革を進めるというような、そのこと

と相矛盾するような感じになるような気がするんですよね。一般質問じゃありませんけ

ども、そういうことを判断してこの内容をもう一つ聞きたいなと思っております。 

  そしてまた、６５歳までの定年が導入されるというようなことのうわさを聞きますけ

ども、その見通しはあるのかどうか。それあれば、もうなくなるんですよね。この再任

用制度というのが。その時期的なものが情報こちらは持っておりませんので、わかった

ら教えていただきたい。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課長、山本君。 

○総務政策課長（山本敏章） 

  １１番、吉田議員さんにお答えします。 

  私、一応今１２０人体制を維持するということで申し上げたつもりです。決して１５

０人に膨らますというようなことは答えておりません。といいますのは、それをするに

は条例を改正しなきゃならないんです。だから条例改正は出していません。というのは、

今の現状は財政的に非常に厳しい状況にありますので、この状況というのは十分見きわ

める必要があると思っています。ただ、だからといってこの条例を提出するに当たって

は、このいわゆる総務副大臣からの通知が、平成２５年の３月にありました。それから、

もう１年経過します。このような状況で、付近市町村がもうスタートしている状況にあ

って、いつまでもおいておくわけにはいかないんで、いわゆる再任用条例については何

とか上程させていただいて可決をお願いしたいと思っていますので、何とぞよろしくお

願いします。 

○１１番（吉田盛彦） 

  ６５歳定年は、導入は。 

○総務政策課長（山本敏章） 

  定年につきましては、今のとこ私たちの把握している内容では、６０歳定年が伸びる

というような把握はしておりません。あくまでもこれは国の財政状況、地方の財政状況

を勘案した中で、そういうことに対しては、６０歳の定年というのが改正という通知は

今のところ受け取っておりません。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 
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  よろしいですか。 

○１１番（吉田盛彦） 

  はい、いいです。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  一つ聞きたいんですが、この法案条例の提案の本当の狙いというのは、年金までの間

の期間を何としても無年金にしたくないという、無収入にしたくないということの詰め

のためなのか、仕事がどうしてもそういう人が必要なのか、必要であるということなの

か、このどちらが主体なのかということを聞きたいのと、同時に、もしその仕事が必要

であるというのであれば、どういう部門で、どういう仕事をする人が何人ぐらい必要に

なるのかという、そういうようなめどがあるのか、計画があるのかというのをお聞きし

たいと思います。 

  それから、今までの話によりますと地方公務員になるわけですから、地方公務員法が

適用されると思うんですね。そうすると身分はそうなります。そうすると、守秘義務か

ら始まっていろんなことが入ってくる。ところが、かつて課長だった人が、もしそうい

うことで再雇用されたときに、下でいろんなことを仕事するわけですけれども、そうい

うときに、その人はその課長の職務権限において知り得たことについてもしんしゃくす

るいろいろ出てくる場合があるだろうと思います。そういう場合にどういう扱いになる

のか聞きたい。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  国のほうの指導は、やはり年金をもらえる期間というのが大きいと思います。ただ、

私は独自にこれを考えておるのは、上富田町の今からいうたら何年か前のこと、採用に

少し矛盾があったのと違うか。要するに物すごい波があるんです。そこで、今後、出て

くるのは、例えばの話ですけど、健康も福祉もそうですけど、経験のある相談員が必要

になってくるとか、いうたら事業をするのに用地を購入するとか、経験のある人材が必

要なんですけど、ここ数年、そういうばらつきを調整しようと思ったら、そういう方に

仕事を手伝っていただくということがやはり必要になってくると思います。全てを雇う

というわけでもないんですけど、やはりそういう仕事を重点的に配分するということで、

今のところは考えております。 

  以上でございます。 
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○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  そうしますと、仮に今新しい人よりも経験の豊かな人のほうがいいということであれ

ば、これをこういう再任用というんじゃなしに、新しい公募をして、そして１人なり５

人なり公募者、応募させて、そして町長が面談するなりして、それであんたやっぱり経

験あるさかい雇用しましょうというような形での、この地方公務員の身分を使うんだっ

たら、そういうことできるんじゃないですか。その点ではどうでしょうか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  やはり一番難しいのは公募でございます。よくいつでも話するんですけど、そういう

経験を積んだ方を公募して、例えばの話です。これは大阪市の場合だったら区長を公募

しましたよ。あるまちでは副町長を公募しましたよ。あるとこでは教育長を公募しまし

た。残念ながら、その方が実際入ってきたときに、今までの経験が生かせることなしに

挫折するということが多いらしいんです。私は、少なくともそういう面から見たら、上

富田町の実情を知った者を再任用することが適切であると判断しております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  そうしますと、今退職した方が非常に重要な仕事をしていたと。その人が退職しまし

た。その後、その仕事を継ぐ人がいないということですか。結局。その人が補佐しなけ

れば、その仕事は進まんということですか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  今、県の状況とか大きい状況を見たら、６０で退職して、そのまま部長になる方もあ

るというようなことがございます。それでまた、一つとしては、一つの大きな事業があ

るんで、その人がしやったんやけど、６２なり６３まで事業をするということが、しや

るというようなケースが出てくる。言葉は悪いんですけど、やはりそういうことをする

ことによってその事業がスムーズにいくとするならば、そういうこともあり得るという

ことのご認識をいただけるようにお願いしたいと思います。 
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○議長（大石哲雄） 

  ３回目であります。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、畑山君。 

○５番（畑山 豊） 

  この職員の再任用に関する条例の制定には、私は協力するつもりでございます。そう

いうことによって、近隣では、近隣町村でみなべ町が否決され、また、すさみ町では現

在制定されているということと、すさみ町の町内容、状況も少し僕は個人的に聞いたこ

ともございます。そんな関係で、このことに、この制定をすることに関しては、私は賛

成をするのですが、地域経済が今大変厳しく、また、雇用環境も厳しい中、住民から、

この住民からの批判の出ないよう執行に当たって十分配慮を願いたいと思いますが、町

長、いかがですか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  まず、再任用の問題ではないですけど、確かに公務員というのは、地方からいろいろ

な期待をされていると思うんです。上富田町は、少なくとも３人を基本的にしてすると

いうことで、地域の例えば高校を卒業した子とか、大学を卒業した子も雇うというよう

なことで、期待にこたえようと思うんです。再任用することによって、そのことでどう

いうふうになるかといったら、非常に今難しい問題が出てきやるんです。何が難しいと

いうのは、町外からの採用者が非常に多くなってきやる。極端に言うたらそこらのバラ

ンスが難しいのも実態やし、そのことの町民に対しての理解を得るかといったら、やは

り無理な面もあるし、極端なことを言うたら、一時は私の時代ですけど、上富田町に住

所を有する者ということで、勧告も受けたのも事実です。そこらのとこは、言われた意

味は十分加味して、今後とも人事管理に努めるということでご理解をいただきたいと思

います。ことしの場合、うれしいのは、６人の採用をして半数以上が上富田町やったん

です。これはもう実力で入ったということでご理解をいただけるようにお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 
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  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２３号、職員の再任用に関する条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第５ 議案第２４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第５ 議案第２４号、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件につ

いて質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２４号、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の件を採決

します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 
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  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第６ 議案第２５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第６ 議案第２５号、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するの

件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２５号、上富田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するの件

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第７ 議案第２６号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第７ 議案第２６号、上富田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部を改正する条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２６号、上富田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条

例の一部を改正する条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第８ 議案第２７号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第８ 議案第２７号、上富田町介護保険条例の一部を改正する条例の件について

質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  この条例を執行することによって、住民負担はどれぐらいふえますか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えいたします。 

  住民負担はどれだけになるかということでございますが、この条例につきましては、

第８条第１項中、当該金額につきまして１４．６％の次に、当該納期限の翌日から３月

を経過する日までの期間について、年７．３％を加えさせていただいたものでございま

すので、７．３％の３月については負担になるということでよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  いいですか。 



－ 160 － 

○１２番（井澗 治） 

  いいですよ。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。  

  １２番、井澗君。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

○１２番（井澗 治） 

  議案２７号、上富田町介護保険条例の一部を改正する条例に反対いたします。 

  これだけ生活が厳しい中で、また、６期目ですか、６期目の改正が非常に進んでいく

中で、住民負担増になるということは、大変住民にとっては苦しい、厳しいことでござ

います。よって、反対いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２７号、上富田町介護保険条例の一部を改正する条例の件を採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 
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  よって、本案は可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第９ 議案第２８号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第９ 議案第２８号、上富田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  早く後期高齢者医療制度を廃止せよというのが私たちの願いでありますけれども、で

もこういうふうに医療制度がつくられているわけですから、法律には従わなければいけ

ませんが、この条例の改正によりまして住民負担はふえるのか減るのか、どうですか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民負担、減るのかどうかということです。 

  住民生活課企画員、原君。 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  住民負担が減るのかふえるのかというご質問につきましては、減るということでよろ

しくお願いいたします。 

               （「えっ、なんて、ふえる」と井澗議員呼ぶ） 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  減る、減るということで。 

               （「減るの」と井澗議員呼ぶ） 

○住民生活課企画員（原 宗男） 

  減ります。―ということでよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいですか。 

○１２番（井澗 治） 

  いいですよ。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２８号、上富田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１０ 議案第２９号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１０ 議案第２９号、上富田町老人医療費の支給に関する条例の全部を改正す

る条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２９号、上富田町老人医療費の支給に関する条例の全部を改正する条

例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１１ 議案第３０号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１１ 議案第３０号、田辺周辺５市町障害程度区分認定等審査会共同設置規約

の変更に関する協議についての件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  一つは、この障害程度区分から支援区分に変更するという、認定を変更するというこ

となんですけども、これはこのことによって、障害の状況にいろんな区別とか差別とか

出てきますか。 

○議長（大石哲雄） 

  住民生活課企画員、平田君。 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  １２番、井澗議員さんのご質問にお答えします。 

  今回は名称を「程度」から「支援」に変えたものでございます。２６年の４月から、

障害者の方々に対しまして支援の見直しを行ってございます。その中身につきましては、

ケアホームをグループホームに一元化する…… 

               （「何て、何て」と井澗議員呼ぶ） 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  ケアホームをグループホームに一元化するということでございます。ケアホームをや

めてグループホームに一元化する。で、このグループホームでも介護の支援を受けれる

ということです。 

               （「そのことによって利益がどんなになるの。障害者 

               に」と井澗議員呼ぶ） 

○住民生活課企画員（平田敏隆） 

  重度訪問介護の方は、これまで重度肢体不自由者のみの方でございましたが、知的及

び精神の方々も訪問介護が利用できるというふうに変えました。それにつきまして、こ

れらのサービスを受ける際に障害の認定を行うわけでございますが、これにつきまして
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は田辺広域で実施してございまして、その審査員の方々は医師であったり、保健師であ

ったり、看護師だったりします。このサービスを受ける内容について審査するものでご

ざいまして、障害者の方々の差別をするとか、そういうものではございません。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  これは別に反対はしませんので、ひとつ資料をお出しいただきたいと思うんです。つ

まり程度区分と、それから支援区分があるでしょう。それが対照的にどういうふうにな

るかという、その資料をいただきたいと思います。後からで結構です。 

○議長（大石哲雄） 

  資料の提供ですか。 

○１２番（井澗 治） 

  そう、そう。あかんのか。 

○議長（大石哲雄） 

  そしたら、後で提供していただきます。 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３０号、田辺周辺５市町障害程度区分認定等審査会共同設置規約の変

更に関する協議についての件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────── 

△日程第１２ 議案第３１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１２ 議案第３１号、上富田町企業用地造成事業基金条例の件について質疑を

行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３１号、上富田町企業用地造成事業基金条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１３ 議案第３２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１３ 議案第３２号、上富田町社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  この委員の基準というのが入るわけでしょう。その委員の基準とはどういう基準があ

るかというのを、これはあれですか、規則とか規定とか、そういうもので決めるんです

か。 
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○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長。 

○教育委員会生涯学習課長（藪内博文） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  まず、この基準ですけども、この基準につきましては、第３条でうたわれていますよ

うに学校教育及び社会教育委員の関係者、それから家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱ということで、この関係者ということで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  それはもう３条に書いてあるからわかったんです。ところでね、であるとすれば、家

庭教育の向上に資する活動を行う者って、これどういう人を言うんですか。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、藪内君。 

○教育委員会生涯学習課長（藪内博文） 

  １２番、井澗議員さんにお答えします。 

  まず、この家庭教育の向上に資する活動を行う者につきましては、法律上の国の指針

では、特にこの者についての具体的な職種等は示されていないというのが現状でござい

ます。ただ、一般的に考えられるものにつきましては、例えばＰＴＡの役員、それから

ＰＴＡ活動で子育て支援をしている者、それから子育てサークルの会長さん、それから

子育て支援交流事業等での子育てサポーター、それから民間の児童クラブ運営者と、そ

れから子育てサークルの会長さん、サポーター、託児サークル運営所等の子育て支援に

かかわっている者を、現在、町のほうでは想定してございます。この者たちを、結局、

社会教育委員の会議に家庭教育に関するテーマを位置づけて、会議での意見を家庭教育

の向上のための諸施策に反映したいということが狙いでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  １２番、井澗君。 

○１２番（井澗 治） 

  今言うたような人はいっぱいあります。たくさんありますね。その中から選ばなきゃ

いけないですよ。そうすれば、その中に塾の教師、講師は入りますか。 
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○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、藪内君。 

○教育委員会生涯学習課長（藪内博文） 

  一般的に重複する部分があります。例えば学識経験者というところもありますし、今

言われたように家庭教育の向上に資する活動を行う者にも該当するということで、一般

的にどちらかというのは判断が難しいと思いますけれども、そういうふうに理解してい

ただきたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３２号、上富田町社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１４ 議案第３３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１４ 議案第３３号、上富田町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条

例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３３号、上富田町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の

件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１５ 議案第３４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１５ 議案第３４号、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合を組織する

地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議についての件について質疑を行い

ます。 

  質疑ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３４号、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合を組織する地方
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公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議についての件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△延  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会をいたします。 

  次回は、３月１４日午前９時３０分となっておりますので、ご参集願います。ありが

とうございました。 

 

延会 午後３時５５分 


